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別冊： 

・令和７年度 江差町各会計予算資料 



◎緑丘町有地法面土留対策工事概要調書

保全対策箇所

【令和７年第１回定例会：財政課】

かもめ寮

みどりケ丘の
湯っこ

１ 位 置 江差町字緑丘188番地2
２ 施工延長 約15ｍ
３ 施工内容
(1) 簡易土留工（単管打込，土留板）
(2) 既設排水側溝布設替（蓋付）

４ 施工期間 令和７年４月～６月予定
５ 事 業 費 1,320千円(全額一般財源)
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農業振興に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

○多⾯的機能⽀払交付⾦事業

⼟砂上げ基盤整備のイメージ

○豊かな産地づくり総合⽀援事業○農業競争⼒強化農地整備事業

⽴茎アスパラガス

（単位：千円）

事 業 名 予算額 内 容 等

農業経営支援策

農業経営基盤安定対策 1,600
町内に住所を有する者に対し、農業共済・収入保険（積立分を除く）掛金
の一部を助成（助成率1/5）

豊かな産地づくり総合支援事業 8,000

町内に住所を有する者に対し、ハウス新設・修繕、たい肥・培土・土壌改
良剤購入費用、アスパラ等高収益作物の種苗購入費用、施設園芸の灌
水費用、明暗渠の整備費用、土壌分析費用、生分解性マルチの購入費
用の一部を助成（助成率：地域振興作物2/3以内、その他1/2以内）

経営所得安定対策 366
経営所得安定対策用務で使用する公用車のリース料
（令和6年度水田活用の直接支払交付金：145,602千円を生産者へ交付
※国枠75,054千円、道枠9,591千円、地域枠60,957千円）

農業振興事務 879農業振興に係る会議に要する旅費、公用車需用費、負担金

農業次世代人材投資事業 3,450
新規就農者に対し、経営開始後3年間1,500千円／年（R3以前の就農者
は1～3年目1,500千円／年、4～5年目1,200千円／年）を交付
（全額道費）

経営発展支援事業（新規事業） 3,750新規就農者が機械等を購入するための補助（全額道費）

江差町産業担い手育成奨励金（新規事業） 1,000経営開始時の早期の経営確立を推進（就農時1,000千円／人）

生産基盤の整備

農業競争力強化農地整備事業
（水堀地区）

65,625

江差北部地域農業生産基盤整備の水堀地区（第１地区）用排水整備に係
る令和7年度事業費に対する地元負担金（事業費の12.5%）
※面整備に係る地元負担は農業者負担
面整備：A=19.5ha、用排水路：L=2,294bm、揚水機場建設

生産基盤の維持管理

多面的機能支払交付金事業 30,002
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活
動に係る支援（国1/2、道1/4、町1/4）

水利施設管理強化事業 12,860
頭首工や幹線用排水路等の国営造成施設の多面的機能の発揮に対応し
た維持管理に係る支援（国1/2、道1/4、町1/4）

鶉ダム管理運営 5,092
厚沢部町と協定を締結している鶉ダムの維持管理に係る負担金（負担割
合：江差町32%、厚沢部町68％）

水堀排水機場維持管理 3,085大雨時の水堀地区湛水防除のための排水機場に係る維持管理

農業水路等長寿命化防災減災事業 6,000水堀排水機場の緊急通報装置等更新

畜産振興 125元山牧野の維持管理、負担金

農道農地維持管理 1,065
農道維持補修に係る経費、大雨時の湛水排除に係る経費、水土里情報
システムに係る経費

スマート農業推進事業 2,000農業用ドローン本体や自動操舵システムの購入費を助成（助成率1/2）

地域おこし協力隊配置（新規事業） 5,200地域農業の担い手となる人材の確保
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経営発展支援事業の概要【再掲】

【事業費】 3,750千円（全額道補助）

＜所管課：産業振興課＞

１ 事業の目的
農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するためには、次

世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があ
る。
このため、経営発展のための機械・施設用の導入を支援することにより、

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図る。
（国の新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業）

２ 交付対象
＜対象者＞
・令和７年度に新規就農し、独立・自営就農時の年齢が原則４９歳以下の認
定新規就農者。
・次世代を担う農業者となることについての強い意志を有している者。

＜助成対象＞
・機械・施設等の取得、改良又はリース
・家畜の導入
・果樹・茶の新植・改植
・農地等の造成、改良又は復旧

３ 交付額等
対象経費の３／４以内
（対象経費の上限1,000万円。ただし農業次世代人材投資事業経営開始資金の
交付対象者は500万円）

＜事業計画＞

対象⼈数 使途 対象経費
（上限） 対象経費の内訳

１名
（令和７年新規就農者、農業
次世代⼈材投資事業経営開始
資⾦交付対象者）

機械・施設導⼊ ５００万円 国 1/2（250万円）
道 1/4（125万円）
本⼈1/4（125万円）
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江差町産業担い手育成支援事業の概要【再掲】
【事業費】 1,000千円（その他特定財源）

＜所管課：産業振興課＞

１ 事業の目的
農業・漁業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い産業を実現す

るためには、次代を担う人材の確保に向けた取組を講じていく必要がある。このため、
新たに農業者・漁業者となることを志向する者に対し奨励金を交付し、就業準備や経
営開始時の財政支援を行うとともに、関係機関連携のもとにサポート体制を構築し、
早期の経営基盤の確立を図ることを目的とする。
２ 交付対象
＜共通事項＞
・本町に住所を有する４９歳以下の者で、次世代を担う農・漁業者となることに強い意
欲を有していること。
・年間の従事日数が概ね２００日以上あり専業であることが見込まれること。
・経営開始５年目までに生計が成り立つ実現可能な計画を策定していること。
＜農業＞
・農地の所有権、又は利用権を有していること。
・江差町人・農地プランに中心経営体として位置付けられていること。
・その他、農業次世代人材投資事業（経営開始型）の交付対象者であること。
＜漁業＞
・ JFひやま漁業協同組合が推薦する者。
３ 交付額等

１００万円（経営開始年度の１年間とする。）
４ 奨励金の返還
・適切な経営を行っていない場合
・農業次世代人材投資事業（経営開始型）交付金の返還を求められたとき。
５ サポート体制の構築
・江差町指導農業士及び農業士による指導助言。
・北海道指導漁業士及び青年漁業士による指導助言。
・檜山農業改良普及センターやJA新はこだて農業協同組合による営農指導。
・檜山振興局やJFひやま漁業協同組合と連携した相談体制の構築等。

【第６次江差町総合計画関係部分抜粋】

＜成果指標＞

指標名
現状値

（令和５年度）

後期基本計画の
目標値（令和11年度）

新規就農者・法人数 累計２人（又は法人） 累計４人（又は法人）

新規漁業就業者 ０人 １人

＜重点施策＞

施策名 主な事業

担い手の育成・確保 ■新規就農者対策、法人参入の支援

担い手の育成 ■若手漁業者のための研修の取組推進

- 4 -

shuusuke.miyatsu
テキストボックス
資料4



地域おこし協力隊配置 【追分観光課・産業振興課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【江差円山テレビ中継局位置図】 
 住所 江差町字円山３７０番地２ 
 

１．概要 

  地域振興活動を行う地域おこし協力隊を、観光部門で２名、農業部門で１名

を募集して配置する。 
  観光部門では観光まちづくりの中核に位置付けている「日本遺産」の推進担

当員及び町のシンボルであるかもめ島で展開している「マリンピング」推進担

当員を、観光地域づくりの司令塔である「北海道江差観光みらい機構」に配置

する。 
  また、農業部門では、将来の地域農業を支える人材の確保のため、既存農家・

農業法人での農作業の研修を行うほか、住民の生活支援に関する活動、地域お

こしの支援に関する活動、その他地域振興に関する活動を行う地域おこし協力

隊を配置。 
 

２．総事業費 
商 工 費：10,400 千円 

農林水産費： 5,200 千円 

合   計：15,600 千円 

※１名あたり 5,200 千円 

 
３．財源 
  特別交付税措置（１名あたり上限 5,200 千円） 
 
４．主な業務 
 【日本遺産推進担当員】１名 

民間事業者と連携し、日本遺産事業を通じた観光誘客、来訪者の満足度向

上、リピーターや新たな来訪者の獲得による地域活性化に向けた活動。 
 
 【マリンピング推進担当員】１名 

マリンピング事業（キャンプや海洋体験）を通じた観光誘客、来訪者の満

足度向上、リピーターや新たな来訪者の獲得による地域活性化に向けた活 
動。 

 
 【農業推進担当員】１名 
   既存農家・農業法人での農作業を通じた農業研修をメインに自治会活動を

含む住民の生活支援、地域のイベント等に参加する地域おこし活動。 

かもめ島マリンピング事業 日本遺産 PR 活動 アスパラガスの収穫 
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森林整備・木育推進・有害鳥獣対策に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

（単位：千円）

事 業 名 予算額 内 容 等

有害鳥獣対策

有害鳥獣対策 4,210

・実施隊員への報酬 820千円、捕獲に対する報奨金 400千円
（ヒグマ1頭 40,000円、エゾシカ1頭 10,000円）

・くくりわなの購入 20基
・実施隊員確保対策（狩猟免許取得・更新費用、猟銃所持許可取得・更新費用の
補助、猟銃等購入費の補助等） 1,205千円
・電気柵購入費補助金 300千円
・ヒグマ個体識別センサーカメラ 482千円
・草刈りによる緩衝地帯の設置、誘因果樹の伐採 他

町有林管理

町有林保育事業 11,813

森林組合への委託事業
・保育間伐 15.00ha （田沢地区、泊地区、椴川地区）
・間伐 5.00ha （桧岱地区）
・町有林附帯施設整備 （町民の森植樹箇所等 9.75ｈａ）

分収林造林事業 453
・五厘沢地区における、森林整備センター（旧：森林開発公団）との分収契約により
平成3～7年度に植栽されたスギ・トドマツの造林地 24.69haの森林整備受託事業。
そのうち令和7年度は 2.33haのトドマツ林分の除伐を実施。

森林環境譲与税関連事業

地域林政アドバイザー業務・路網環境整備 2,756
森林組合への委託事業
・地域林政アドバイザー業務委託 1,650千円
・路網環境整備 1,106千円

私有林整備推進事業 1,771
私有林の森林整備の推進
・私有林整備補助金 891千円
・森林経営計画参画促進業務 880千円

木育推進事業 1,686
・森林環境教育（げんきの森活動等）の実施
・植樹・育樹事業の実施
・地場産材を活用した誕生祝品等の配付

クリ試験栽培事業 1,211 ・地拵え、植栽、移植、電気柵の購入

その他

町民の森管理 3,402
・町民の森維持管理 3,126千円 （施設維持管理委託 他）
・町民の森施設補修 276千円 （作業路等の補修）

豊かな森づくり推進事業 3,008 ・公共造林（植栽）に対する上乗せ補助（11.51㏊）

＜家庭菜園への電気柵設置実証試験＞ ＜小学生によるヒバの植樹＞
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前浜漁業の生産性の向上に関する主な施策一覧
＜産業振興課＞

エゾバフンウニ放流 ナマコ採卵作業

（単位：千円）

事　業　名 予算額 内　容　等

江差磯廻り団体が取り組むエゾバフンウニの種苗購入に対する補
助（補助率1/2）
300,000粒を５箇所（泊、大澗、愛宕、津花、五勝手地区）へ放流予
定

2,500
江差磯廻り団体が取り組むキタムラサキウニ移植に対する補助（補
助率1/2）

計 19,872

浅海未利用資源増殖（キタムラサキウニ移
植放流）試験事業

1,500

港内の岸壁やかもめ島周辺の浅場にいる小さい種苗（未利用資
源）を採捕し、放流区を設け放流することで、漁獲に繋がるまでの
成長度や密度管理に関する調査を実施するための経費に対する
補助（補助率1/2）

ウニ栽培漁業推進

1,650

生産基盤の安定

資源の回復

資源の増大

檜山管内水産振興対策協議会が取り組む稚魚100万尾放流に対
する関係６町負担金（江差町166,000尾）

ひやま地域ニシン復興対策 2,506

サケ種苗生産施設運営補助 1,200
サケ種苗生産施設（乙部町）の運営主体であるひやま漁業協同組
合に対し、関係５町で運営費を支援（定額補助）

サケ海中飼育推進事業 666
ひやま漁業協同組合が取り組むサケ稚魚海中飼育・放流事業に対
する補助（補助率1/3）

江差ナマコ協議会が取り組む簡易種苗生産・放流事業に対する補
助（補助率1/2）

1,300ナマコ栽培漁業推進

漁業経営基盤安定対策 3,550
ひやま漁業協同組合の正組合員及び構成団体等で町内に住所を
有する者に対し、漁船保険掛金の一部を助成（助成率3/10）

5,000
檜山管内水産振興対策協議会が取り組む稚ナマコ100万粒放流に
対する関係６町負担金（江差町166,700粒）

檜山ナマコ栽培漁業定着事業負担金
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労働行政・商工業振興に関する主な施策一覧
＜令和７年第１回定例会資料 産業振興課商工係＞

▲檜山地域人材開発センター東面外壁
外壁全体に複数の亀裂等が生じている状況

▲夜市（法華寺通商店街主催）の様子
商店街振興に関する各種事業に
対し、江差商工会を通じて支援
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日本遺産地域活性化推進事業（江差町観光まちづくり協議会補助） 【追分観光課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【江差円山テレビ中継局位置図】 
 住所 江差町字円山３７０番地２ 

  

１．概要 
  日本遺産を活用した地域活性化推進事業の実施主体である江差町観光まちづくり協議会に対

する事業費の補助。 

２．総事業費 
  15,485 千円 

 地域づくり総合交付金活用予定（補助率１/２ 上限 5,000 千円） 

３．補助対象事業・事業費内訳 
 【誘客・宣伝事業】 
   ■文化庁主催イベント出展 

 日本遺産フェスティバル出展（岡山県倉敷市） 800 千円 
 日本遺産マルシェ出展（東京都内） 634 千円 

   ■北海道主催イベント出展 
    日本遺産×北海道遺産ＰＲイベント出展（上川町） 322 千円 
   ■町内ＰＲイベント開催   
    ストーリーにちなんだニシンの「食」のイベントの町内開催 
                             1,039 千円 
   ■「江差ニシンの会」ＰＲ 

     ニシンの「食」をＰＲする「江差ニシンの会」の共通訴求ツ 

    ール「敷紙」増刷費用 363 千円 

 【受入環境整備事業】 

   ■ガイダンス施設充実化・構成文化財解説板整備   
令和６年度に整備したガイダンス施設におけるストーリー解 

説の充実化及び有形構成文化財への解説板設置 3,941 千円   

【体験事業】 
   ■ＡＲ・ＶＲ保守委託 1,056 千円 
   ■江差町日本遺産ストーリー周遊マップ運用 
     周遊マップ増刷費用及びマップに付加したクイズ/スタンプラ 
    リー特典財源  3,636 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【人材育成事業】 
   ■観光ガイド研修 

観光ガイドによる周遊マップに沿った「ストーリーガイド」の習熟度向上を目的とした

研修の実施  500 千円 

【調査研究事業】 

  ■経済波及効果調査 

令和６年度江差町日本遺産魅力増進・発信事業成果物の町内経済波及効果測定及び事業

展開改善等への活用  2,904 千円 

【その他】 

  ■日本遺産連盟負担金・協議会コーディネーター委嘱等 290 千円 

令和６年度 
日本遺産フェスティバル

出展ブース 

江差町日本遺産ストーリー周遊マップ  クイズ/スタンプラリー 

構成文化財解説板
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江差町観光情報ポータルサイト再構築事業 【追分観光課】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【江差円山テレビ中継局位置図】 
 住所 江差町字円山３７０番地２ 

   

１．概要 
令和６年度に「日本遺産専用ＷＥＢサイト増設事業」を進める中で、メインサイトである江差

町観光情報ポータルサイト（以下、「ポータルサイト」）のＰＨＰ（※）バージョンのサポートが

終了しており、ハッキング等の危険があるためバージョンアップが必要であることが判明した。

また、現行ポータルサイトのコンテンツの一部にはプログラミングの知識が必要であり、管理

運用委託先では必要な改修ができない状況にある。 
以上の問題を解決するために、現行ポータルサイトの構成を踏襲したうえで、ＰＨＰバージョ

ンアップを行うとともに、コンテンツ改修をより容易に行えるサイト構成（オリジナルＣＭＳか

らＷｏｒｄＰｒｅｓｓ版への変更等）で再構築を行う。 
 
    ※ＰＨＰ 

     動的にＷＥＢページを生成することができるサーバーサイドのスクリプト言語。 
 
          現在のＰＨＰバージョン（レンタルサーバー（Ｘサーバー）情報） 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．総事業費 
  4,665 千円 

 「ふるさと応援基金繰入金」充当 
    

３．（参考）ポータルサイトと日本遺産専用ＷＥＢサイトの関係・リンク 
 ①日本遺産専用ＷＥＢサイトは、ポータルサイトのサブドメインを使用し、ＰＨＰバージョンア

ップを見越してＰＨＰ８に対応するように構築。 
 ②ポータルサイトのメニューに「日本遺産」のメニューとバナーを追加し、日本遺産専用ＷＥＢ

サイトにリンクさせている。 
 ③以上から、メインサイトのポータルサイトＰＨＰバージョンアップは日本遺産専用ＷＥＢサイ

トに影響しない。 

日本遺産専用ＷＥＢサイト ポータルサイトＴＯＰ画面 
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【男性用】 【女性用】

 ◎かもめ島海水浴場シャワー室給湯設備改修工事概要調書

【令和７年第１回定例会：財政課】

１ 位 置 江差町字鷗島12番地

２ 施工内容

男女コインシャワー各２基・シャワー

カーテン・すのこ・表示看板パネル等

３ 施工期間 令和７年４月～６月予定

４ 事 業 費 4,312千円
※財源内訳

地域づくり総合交付金 2,000千円

シャワー使用料 150千円

かもめ島交流拠づくり

基金繰入金 2,000千円

一般財源 162千円

改修箇所

※イ メ ー ジ

現 況 写 真
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災害備蓄品整備事業資料 

年 度 令和７年度 事 業 年 度 令和７年度 

担 当 課 係 名 総務課 防災生活係 事 業 名 災害備蓄品整備 

予 算 区 分 一般会計 予 算 科 目 消防費・消防費・災害対策費

◆事業の概要 

 第２期江差町災害時備蓄計画（令和５年度から５箇年）に基づき、備蓄目標数未達の

品目を整備するほか、備蓄済み品目のうち令和７年度中に消費期限をむかえる品目を補

完整備する。 

 また、令和６年能登半島地震に職員を派遣した際に課題として挙げられた「厳冬期の

防災備蓄品」を新たに災害時備蓄計画に加え、令和７年度において整備をおこなう。 

◆整備予定品目 

【備 蓄 目 標 数 未 達 品 目】 

非常用ろうそく、固形燃料、LED 非常灯、かまど、 

ポータブル蓄電池、ペットフェンス 

【厳 冬 期 対 策 備 蓄 品 目】 

 寝袋（－15℃対応）、ストーブ（ジェットヒーター） 

【消費期限をむかえる品目】 

 アルファ米（乳児、高齢者向け）、 

缶パン（成人向け等）、惣菜（缶詰） 

◆予算情報 

 (１)事 業 費 

５，０２６千円 

(２)財源内訳 

 ２，５００千円（道補助金・地域づくり総合交付金） 

 ２，５００千円（北海道備荒資金組合支消金） 

    ２６千円（一般財源） 

(３)予算科目 

 ９款:消防費･１項:消防費･４目:災害対策費･１０節:需要費 

１７節:備品購入費 

■ポータブル蓄電池

■寝袋(厳冬期用)

■ ア ル フ ァ 米

※イメージ 

※イメージ 

※イメージ 

- 12 -

shuusuke.miyatsu
テキストボックス
資料12



空家等実態調査及び住宅地図 LGWAN整備 

所管：総務課防災生活係 

 

 

 

◆事業の概要 

空家等実態調査については、平成 28年度に実施しているが、調査から 8年が経過してい 

 ることから、改めて当町における空き家の現況を把握する必要がある。 

調査では、現地調査のほか「所有者意向調査」「空き家の不良度判定」を実施、「所有者意向 

調査」では、所有者の空き家における今後の意向等を把握、「空き家の不良度判定」では、不 

良度判定をランク付けすることで、優先順位をつけながら個別に方向性を検討する。 

また、空家等の実態を進行管理するにあたり、住宅地図 LGWAN住宅地図サービスを導入。 

同サービスでは、個別避難計画作成機能や要支援者台帳管理、浸水想定区域の確認など防災 

 全般の業務に活用できる。 

 

◆事業内容 

①空家実態現地調査 ②空家台帳データ整備 ③所有者意向調査 ④不良度判定  

⑤報告書作成 ⑥個別避難計画作成機能 ⑦防災パック 

 

◆事業年度 

  令和 7年度 

 

◆予算情報 

  ①事業費    

８，７８５千円 

  ②財源内訳 

   ３，８１１千円（国庫補助金・社会資本整備総合交付金） 

   ４，９７４千円（一般財源） 

  ③予算科目 

   9款：消防費・1項：消防費・4目：災害対策費・12節：委託料 

 

◆第６次総合計画との関係 

①第３編第２章分野別施策  

（20）住宅・住環境 

  ②基本方針  

空き家対策は大きな課題であり、今後の国の動向なども見すえながら、対策を進めます。 

  ③重点施策  

空き家対策 
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江差町防災情報システム整備業務事業資料 

年度  令和７年度   

担当課係名  総務課防災生活係 事業年度  令和７年度 

事業名  江差町防災情報システム整備業務 

予算区分  一般会計 予算科目  消防費･消防費･災害対策費 

◆事業の概要 

 防災情報システムは、第６次江差町総合計画(防災対策の推進-防災情報配信の多重化(防災行政無線の

整備検討))及び江差町地域防災計画(第４章災害予防計画／第９節情報収集･伝達体制整備計画)に基づき、

災害時に住民への確実・迅速な防災情報伝達を行うもので、Ｊアラートをはじめとする防災情報を届ける

ため、情報配信手段として携帯電話網を活用するほか、町公式ＬＩＮＥ・ホームページ・屋外拡声装置な

ど複数の方法を用いて情報を伝達することとしています。 

 また、緊急時だけでなく平常時における広報・行政連絡などでの活用を予定しています。 
 
１ 整 備 内 容  ○江差町役場配信用操作端末１式、江差消防署配信用操作端末１式 

          ○屋外拡声装置２８基 

          ○戸別受信機７５０台（スマートフォンやタブレット端末を持っていない７５歳 

以上の方のみで構成される世帯等の他、設置を希望する世帯） 

          ○タブレット端末型受信機４０台(聴覚障害者等) 
 
２ システム構成   屋外拡声装置（屋外スピーカー）、屋内用戸別受信機を使用した音声発信をはじ 

           め、スマートフォンやタブレットなどのＩＣＴ機器への文字配信を行う。また、

           ＳＮＳ及びホームページとの連動を図り、それらを一体的なシステムにより構築

           することで、情報発信の多重化及び同報化を行う。また、配信側においても、専

           用操作卓やＰＣ、タブレット端末及びスマートフォンからの配信ができ、庁舎が

           被災しても情報配信が可能なシステムの整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３ 連 携配信 先  （１）防災情報伝達システム（＠
アット

ＩｎｆｏＣａｎａｌ
イ ン フ ォ カ ナ ル

） 

          （２）緊急速報メール（ＫＤＤＩ、ＳｏｆｔＢａｎｋ、楽天モバイル） 

          （３）エリアメール（ＮＴＴドコモ） 

          （４）Yahoo!防災速報、江差町公式ＬＩＮＥ、江差町公式ホームページ 
 
４ 事 業 費  ４７０,９６１千円 

           ○防災情報伝達システム整備 ４６５,１９２千円 

           ○監督支援業務委託       ５,５００千円 

           ○電気料              ２６９千円 
 
５ 財 源 内 訳   ○緊急防災･減災事業債   ４６８，７００千円 

           ○戸別受信機貸出料       １，９５３千円 

           ○一般財源             ３０８千円 
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６ 屋外拡声装置位置図 
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江差町犯罪被害者等⽀援条例（案）の概要 
江差町では、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早

期の回復⼜は軽減を図り、安全で安⼼して暮らすことができる地域社会の実現を⽬指して「江差町
犯罪被害者等⽀援条例」を制定するものです。 
 

基本理念 ～犯罪被害者等への支援にあたり～ 
 〇個⼈の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。 
 〇被害の状況や原因などの事情に⼗分配慮して⾏われます。 
 〇再び平穏な⽣活を営むことができるまで、途切れることなく必要な⽀援が⾏われます。 
 〇町、町⺠、事業者、関係団体などが相互に連携し、協⼒して⾏われます。 
 

責務 ～地域社会の役割～ 
 町   〇関係機関等と連携・役割分担して、⽀援に関する施策を総合的に実施する。 
 町⺠等 〇犯罪被害者等が置かれている状況・⽀援の必要性の理解を深める。 
     〇⼆次被害や再被害へ配慮し、地域社会で孤⽴させないよう努める。 
     〇町や関係機関等による⽀援への協⼒に努める。 
 事業者 〇犯罪被害者等が置かれている状況・⽀援の必要性の理解を深める。 
     〇被害に係る⼿続きが適切に⾏われるよう、就労・勤務について⼗分な配慮に努める。 
 

町の取組み ～被害の早期回復・軽減等のために～ 
 相談及び情報の提供等 〇直⾯している問題の相談に応じ、必要な情報の提供・助⾔を⾏う。 
            〇関係機関等との連絡調整を⾏う窓⼝を設置する。 
 ⾒舞⾦の⽀給     〇遺族に対し、遺族⾒舞⾦ 30 万円を⽀給。 
            〇傷害を受けた⽅に対し、傷害⾒舞⾦ 10 万円を⽀給。 
 ⽇常⽣活の⽀援    〇早期かつ円滑に平穏な⽇常⽣活を営むことが出来るよう⽀援を⾏う。 
 居住の安定      〇従前の住居での居住が困難となった際、居住の安定を図るため⽀援を

⾏う。 
 安全の確保      〇関係機関と連携し、更なる犯罪⾏為による被害⼜は⼆次被害、再被害

を受けることを防⽌し、安全を確保するための防犯指導、被害者に関
する個⼈情報の適切な取扱を確保する。 

 町⺠等及び事業者の理解の増進 
            〇犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の⽀援の重要性・必

要性についての理解を深めるため、情報の提供、啓発活動等の措置を
講ずる 

 意⾒等の反映     〇犯罪被害者等からの意⾒・要望を把握し、町が実施する⽀援に関する
施策への反映に努める 
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支援の除外 ～被害の状況や原因などの事情に応じて～ 
 〇⽀援を⾏うことが社会通念上適切ではないと認める場合は、⽀援を⾏わないことができる。 
 

委任 ～支援を円滑にすすめるために～ 
 〇この条例の施⾏に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

施行期日等 
 〇この条例は、令和７年４⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
 〇⾒舞⾦の⽀給は、この条例の施⾏の⽇以降に⾏われた犯罪⾏為による死亡⼜は傷害に提供する。 
 
 
 
 〜参考〜 
 〇警察署における犯罪被害者⽀援要員運⽤対策事件の概要 
  ⾝体犯事件   殺⼈、強盗、不同意性交等、逮捕・監禁、略奪・誘拐、傷害致死など 
  交通事故事件  ひき逃げ事件、死亡事故、危険運転致死傷罪、全治 3 か⽉以上の事故 
  その他指定事件 窃盗や放⽕等の事件のほか、DV・ストーカー等で被害者の精神的被害 
          が著しい場合 
 
 〇江差警察署管内における犯罪被害者⽀援の対象事件発⽣状況 

 R1 R２ R3 R４ R５ R6.10 ⽉時点 備 考 
⾝体犯事件 1 0 1 0 1 2  
交通事故事件 0 0 4 1 0 0  
その他指定事件 0 1 0 0 0 0  

計 1 1 5 1 1 2  
※ 上記事件の全てが、犯罪被害者等⽀援条例に該当するものではありません。 

 
 〇犯罪被害者等⽀援を⽬的とした条例等の制定状況 
   令和６年４⽉ 1 ⽇現在、全ての都道府県（47/47）、１６政令指定都市（16/20）、８４７市区

町村（847/1,721）において制定済み。制定割合：５０．９％。（910/1,788） 
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

整理に関する条例（案）について 

 

１ 改正理由 

  刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）が令和７年６月１日に施行され

ることに伴い、懲役及び禁錮が新たに拘禁刑として単一化されるため 

 

２ 刑法の改正の趣旨 

  懲役及び禁錮を廃止し、新たに拘禁刑を創設することで、改善更生及び再犯防止を図る

ため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるようになる。 

  このことで、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導の組み合わせにより、柔軟な処遇

を推進しようとするもの。 

 

３ 法施行前と施行後の刑の種類 

    施行前         施行後 

死刑  死刑 

懲役  
拘禁刑 

禁錮  

罰金  罰則 

拘留  拘留 

科料  科料 

 

４ 対象条例 

  (1) 江差町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第１号） 

  (2) 江差町個人情報保護審査会条例（令和５年条例第２号） 

 

５ 施行期日 

  法の施行日と同日の令和７年６月１日（附則第１項関係） 

 

６ 経過措置 

  本条例の施行日前の行為の処罰については、改正前の条例を適用するため、「なお従前の

例による」との経過措置その他必要な経過措置を設ける。 
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公
職
名
 

区
分
 

報
酬
額
 

法 令 又 は 条 例 に 基 づ く 委 員
 

社
会
福
祉
委
員
 

委
員
長
 

年
 
１
６
０
，
０
０
０
円
 

副
委
員
長
 

年
 
１
３
５
，
０
０
０
円
 

委
員
 

年
 
１
３
０
，
０
０
０
円
 

介
護
認
定
審
査
会
委
員
 

委
員
長
 

日
 
１
４
，
９
０
０
円
 

副
委
員
長
 

日
 
１
１
，
０
０
０
円
 

委
員
 

日
 
１
０
，
０
０
０
円
 

障
害
支
援
区
分
認
定
審
査
会
委

員
 

委
員
長
 

日
 
１
４
，
９
０
０
円
 

委
員
 

日
 
１
０
，
０
０
０
円
 

法
務
嘱
託
職
員
 

 
時

 
１
０
，
０
０
０
円
 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
 

委
員
 

年
 
２
２
０
，
０
０
０
円
 

予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員

 
委
員
 

日
 
１
０
，
０
０
０
円
 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
検
討
協

議
会
委
員
 

学
識
経
験
者
 

日
 
３
０
，
０
０
０
円
 

学
識
経
験
者
以
外
 

日
 

 
２
，
０
０
０
円
 

そ
の
他
の
委
員
 

委
員
長
 

日
 
５
，
０
０
０
円
 

委
員
 

日
 
４
，
０
０
０
円
 

 

 
 

公
職
名
 

区
分
 

報
酬
額
 

法 令 又 は 条 例 に 基 づ く 委 員
 

社
会
福
祉
委
員
 

委
員
長
 

年
 
１
６
０
，
０
０
０
円
 

副
委
員
長
 

年
 
１
３
５
，
０
０
０
円
 

委
員
 

年
 
１
３
０
，
０
０
０
円
 

介
護
認
定
審
査
会
委
員
 

委
員
長
 

日
 
１
４
，
９
０
０
円
 

副
委
員
長
 

日
 
１
１
，
０
０
０
円
 

委
員
 

日
 
１
０
，
０
０
０
円
 

障
害
支
援
区
分
認
定
審
査
会
委

員
 

委
員
長
 

日
 
１
４
，
９
０
０
円
 

委
員
 

日
 
１
０
，
０
０
０
円
 

法
務
嘱
託
職
員
 

 
時

 
１
０
，
０
０
０
円
 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
 

委
員
 

年
 
２
２
０
，
０
０
０
円
 

予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員

 
委
員
 

日
 
１
０
，
０
０
０
円
 

そ
の
他
の
委
員
 

委
員
長
 

日
 
５
，
０
０
０
円
 

委
員
 

日
 
４
，
０
０
０
円
 

 

別
表

(第
2
条
関
係
) 

  

別
表

(第
2
条
関
係
) 
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１ 給料表の改定 

  ◇主任級～課長級（給料表３級～６級）の給料月額の最低水準の引き上げ 

 

２ 扶養手当 

  ◇配偶者に係る手当（6,500 円）を廃止、子に係る手当を増額（+3,000 円） 

   ※２年間で段階的に実施 

 

３ 通勤手当及び単身赴任手当 

  ◇通勤手当の支給限度額を月 15 万円に引き上げ 

  ◇有料の道路の利用及び単身赴任手当の支給要件緩和 

 

４ 管理職員特別勤務手当 

  ◇管理職員の勤務実態を考慮し、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を拡大 

（午後 10 時から翌日午前 5時まで） 

 

５ 定年前再任用短時間勤務職員等の諸手当 

  ◇住居手当、寒冷地手当を新たに支給 

 

６ 実施時期 

  令和７年４月１日 

扶養手当 現行 令和 7年度 令和 8年度 

配偶者 6,500 円 3,000 円 廃止

子（１人当たり） 10,000 円 11,500 円 13,000 円

人事院勧告に基づく給与改定等の概要 
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

 

第
１
条
 
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
６
年
条
例
第
１
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 

（
扶
養
手
当
）
 

第
８
条
 
略
 

２
 
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く

主
と
し
て
、
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

(
1
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

(
2
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(
3
)
 
満
6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

(
4
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(
5
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

３
 
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て

「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
1
3
,
0
0
0
円
、
前
項

第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人

に
つ
き
6
,
5
0
0
円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 と
す
る
。
 

４
 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
１
５
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か

ら
満
２
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 に

あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の

（
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

 

第
１
条
 
江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
２
６
年
条
例
第
１
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 （
扶
養
手
当
）
 

第
８
条
 
略
 

２
 
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く

主
と
し
て
、
そ
の
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
扶
養
親
族
と
す
る
。
 

(
1
)
 
配
偶
者
(
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
)
 

(
2
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

(
3
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫
 

(
4
)
 
満
6
0
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母
 

(
5
)
 
満
2
2
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹
 

(
6
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

３
 
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
１
号
及
び
第
３
号
か
ら
第
６
号
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人

に
つ
き
6
,
5
0
0
円
、
同
項
第
２
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
(
以
下
「
扶
養
親
族
た
る

子
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
1
0
,
0
0
0
円
と
す
る
。
 

４
 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
満
１
５
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か

ら
満
２
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
(
以
下
「
特
定
期

間
」
と
い
う
。
)
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
5
,
0
0
0
円
に
当
該
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数

を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

５
 
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の

改
定
そ
の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

第
９
条
 
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
職
員
は
直
ち
に

そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1)
 略

 

(
2
)
 
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
(
扶
養
親
族
た
る
子
又

は
前
条
第
２
項
第
２
号
若
し
く
は
第
４
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
が
、
満
２
２
歳

に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
の
経
過
に
よ
り
、
扶
養
親
族
た
る
要
件

を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。
)
 

２
・
３
 
略
 

 

(
通
勤
手
当

)
 

第
９
条
の
３
 

通
勤
手
当
は
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。
 

(
1
)
 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に

お
い
て
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金
(
以
下
「

運

賃
等
」
と
い
う
。
)
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
(
交
通
機
関
等
を
利
用

し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て

交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤

距
離
が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
を

除
く
。
)
 

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
5
,
0
0
0
円
に
特
定
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数

を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

（
新
設
）
 

 

第
９
条
 
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
又
は
職
員
に
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
職
員
は
直
ち
に

そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1)
 略

 

(
2
)
 
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
者
が
あ
る
場
合
(
扶
養
親
族
た
る
子
又

は
前
条
第
２
項
第
３
号
若
し
く
は
第
５
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
が
、
満
２
２
歳

に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
の
経
過
に
よ
り
、
扶
養
親
族
た
る
要
件

を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
を
除
く
。
)
 

２
・
３
 
略
 

 

(
通
勤
手
当

)
 

第
９
条
の
３
 
通
勤
手
当
は
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。
 

(
1
)
 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金
(
以
下
「
運

賃
等
」
と
い
う
。
)
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
(
交
通
機
関
 
を
利
用

し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
つ
て

交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤

距
離
が
片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
職
員
を

除
く
。
)
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

(
2)
・

(3
) 
略
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
(
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回

数
を
考
慮
し
て
、
平
均
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
１
０
回
に
満
た
な
い

職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
1
0
0
分
の
5
0
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
を
減
じ
た
額
)
と
す
る
。
 

(
1
)
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に

相
当
す
る
額
(
次
項
に
お
い
て
「
運
賃
相
当
額
」
と
い
う
。
）
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2)
 略

 

(
3
)
 
前
項
第
3
号
に
掲
げ
る
職
員
 
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を

使
用
し
な
い
で
、
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
、
交
通

機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
区
分
に
応
じ
、
前
2
号
に
定
め
る
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
2)
・

(3
) 
略
 

２
 
通
勤
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
(
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
回

数
を
考
慮
し
て
、
平
均
１
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
が
１
０
回
に
満
た
な
い

職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
1
0
0
分
の
5
0
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
を
減
じ
た
額
)
と
す
る
。
 

(
1
)
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
出
し
た
そ
の
者
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
運
賃
等
の
額
に

相
当
す
る
額
(
以
下
 
 
 
 
「
運
賃
相
当
額
」
と
い
う
。
)
。
た
だ
し
、
運
賃
相

当
額
を
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
(
以
下
「
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃

等
相
当
額
」
と
い
う
。
)
が

5
5
,
0
0
0
円
を
こ
え
る
と
き
は
、
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、

5
5
,
0
0
0
円
に
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
(
そ
の
者
が
２
以
上
の
交

通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
当
該
運
賃
等
の
額
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い

て
、
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
が
5
5
,
0
0
0
円
を
こ
え
る
と
き
は
、

そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に

つ
き
、
5
5
,
0
0
0
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
)
 

(
2)
 略

 

(
3
)
 
前
項
第
3
号
に
掲
げ
る
職
員
 
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を

使
用
し
な
い
で
、
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
、
交
通

機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
区
分
に
応
じ
、
前
2
号
に
定
め
る
額
(
1
ヵ
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
前

号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
5
5
,
0
0
0
円
を
こ
え
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
通
勤
手
当

に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
5
5
,
0
0
0
円
に
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江
差
町
職
員
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す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第
1号

に
定
め
る
額
、
又
は
前
号

に
定
め
る
額
 

３
 
運
賃
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
交
通
機
関
等

が
２
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
及
び
前
項
第
２
号
に
定
め
る

額
の
合
計
額
が
１
５
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い

支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
１
５
万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
 

４
～
７
 
略
 

 

(
単
身
赴
任
手
当
)
 

第
９
条
の
４
 
勤
務
地
を
異
に
す
る
異
動
又
は
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居

し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
(
以
下
「
異
動
等
」
と
い
う
。
)
と
な
つ
た
職

員
で
、
当
該
異
動
等
に
よ
つ
て
異
動
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
異
動
等
の
直
後
に
勤

務
す
る
部
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
基
準

に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と

を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
の

住
居
か
ら
勤
務
す
る
部
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
規
則

で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

２
・
３
 
略
 

 

当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
)
、
第
1
号
に
定
め
る
額
、
又
は
前

号
に
定
め
る
額
 

（
新
設
）
 

     

３
～
６
 
略
 

 

(
単
身
赴
任
手
当
)
 

第
９
条
の
４
 
勤
務
地
を
異
に
す
る
異
動
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
に
伴
い
、
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居

し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
(
以
下
「
異
動
等
」
と
い
う
。
)
と
な
つ
た
職

員
で
、
当
該
異
動
等
に
よ
つ
て
異
動
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
異
動
等
の
直
後
に
勤

務
す
る
部
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
基
準

に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と

を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
の

住
居
か
ら
勤
務
す
る
部
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
規
則

で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

２
・
３
 
略
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新
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対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

(
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
)
 

第
１
３
条
の
３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
管
理
職
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る

職
員
の
う
ち
管
理
又
は
監
督
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
高
い
職
員
と
し
て

規
則
で
定
め
る
職
員
(
以
下
「
特
別
管
理
職
員
」
と
い
う
。
)
が
臨
時
又
は
緊
急
の

必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
を
要
し
な
い
日
又
は
祝
日
法
に

よ
る
休
日
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
(
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い

う
。
)
に
勤
務
を
し
た
場
合
に
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
職
員

が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外
の
日

の
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間

を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、

当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を
考
慮
し

て
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
1
0
0
分
の
1
5
0
を
乗

じ
て
得
た
額
）
と
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
1
2
,
0
0
0
円
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(
2
)
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
6
,
0
0
0
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
)
 

第
１
３
条
の
３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
管
理
職
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る

職
員
の
う
ち
管
理
又
は
監
督
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
高
い
職
員
と
し
て

規
則
で
定
め
る
職
員
(
以
下
「
特
別
管
理
職
員
」
と
い
う
。
)
が
臨
時
又
は
緊
急
の

必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務
を
要
し
な
い
日
又
は
祝
日
法
に

よ
る
休
日
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
(
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い

う
。
)
に
勤
務
 
し
た
場
合
に
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
職
員

が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外
の
日

の
午
前
零
 
時
か
ら
 
 
 
午
前
５
時
ま
で
の
間
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
で
あ
つ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
 
し
た
場
合

は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
と
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
1
2
,
0
0
0
円
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
(
同
項
の
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考

慮
し
て
規
則
で
定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
1
0
0
分
の

1
5
0
を
乗
じ
て
得

た
額
)
 

(
2
)
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
6
,
0
0
0
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
(
同
項
の
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮

し
て
規
則
で
定
め
る
勤
務
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
1
0
0
分
の
1
5
0
を
乗
じ
て
得
た

- 26 -



江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
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改
正

後
 

改
正

前
 

 
 
 

４
 
略
 

 

（
住
居
手
当
）
 

第
１
６
条
の
３
 
住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
に
支
給

す
る
。
 

(
1)
 略

 

(
2
)
 
第
９
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
(
町
職
員
住
宅
を
貸
与
さ
れ
、

使
用
料
を
支
払
つ
て
い
る
職
員
、
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
)
を
借
り

受
け
、
月
額
1
6
,
0
0
0
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
も

の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

２
 
略
 

(
適
用
除
外

)
 

第
１
９
条
 
第
８
条
、
第
９
条
、
第
９
条
の
２
、
第
１
３
条
か
ら
第
１
３
条
の
３
ま

で
及
び
第
１
６
条
の
２
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
 

 

別
表
１
 
別
 

 

（
江
差
町
職
員
に
対
す
る
寒
冷
地
手
当
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
）

 
第
２
条
 
江
差
町
職
員
に
対
す
る
寒
冷
地
手
当
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３
９
年

額
)
 

４
 
略
 

 

（
住
居
手
当
）
 

第
１
６
条
の
３
 
住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
に
支
給

す
る
。
 

(
1)
 略

 

(
2
)
 
第
９
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、

配
偶
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
(
町
職
員
住
宅
を
貸
与
さ

れ
、
使
用
料
を
支
払
つ
て
い
る
職
員
、
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
)
を

借
り
受
け
、
月
額
1
6
,
0
0
0
円
を
超
え
る
家
賃
を
支
払
つ
て
い
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も

の
 

２
 
略
 

(
適
用
除
外

)
 

第
１
９
条
 
第
８
条
、
第
９
条
、
第
９
条
の
２
、
第
１
３
条
か
ら
第
１
３
条
の
３
ま

で
及
び
第
１
６
条
の
２
か
ら
第
１
６
条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

条
例
第
２
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
  
 
第
１
条
中
「
服
す
る
職
員
」
の
次
に
「
及
び
同
法
第
２
２
条
の
４
第
３
項
に
規
定

す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
加
え
、
「
限
り
、
」
を
「
限
る
」
に
改

め
、
「
法
第
２
８
条
の
４
第
１
項
又
は
第
２
８
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
を
除
く
」
を
削
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
号
俸
の
切
替
え
）
 

２
 
令
和
７
年
４
月
１
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
江
差
町

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
１
の
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職

務
の
級
が
附
則
別
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
も
の
の
切
替
日
に
お

け
る
号
俸
（
次
条
及
び
同
表
に
お
い
て
「
新
号
俸
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前

日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
俸
（
同
表
に
お
い
て
「
旧
号
俸
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
て
同
表
に
定
め
る
号
俸
と
す
る
。
 

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
俸
の
調
整
）
 

３
 
切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
職
員
及
び
町
長
の
定
め
る
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
し
た
職
員
の
新
号
俸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て

当
該
異
動
又
は
当
該
準
ず
る
も
の
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認

め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
扶
養
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

４
 
切
替
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
１
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
給
与
条
例
（
以
下
「
改
正
後
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
８
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
中
「
(
5
)
 
重
度
心
身
障
害
者
」
と
あ
る
の
は
 

「
(
5
)
 
重
度
心
身
障
害
者
 

 
 
(
6
)
 
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
）
」
 

と
、
同
条
第
３
項
中
「
1
3
,
0
0
0
円
」
と
あ
る
の
は
「
1
1
,
5
0
0
円
」
と
、
「
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
、
前
項
第
６
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
、
3
,
0
0
0
円
と
す

る
」
と
す
る
。
 

（
単
身
赴
任
手

当
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

５
 
第
１
条
改
正

後
給
与
条
例
第
９
条
の
４
第
１
項
の
規
定
は
、
切
替
前
に
新
た
に
給

料
表
の
適
用
を

受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用
す
る
。
 

（
委
任
）
 

６
 
附
則
第
２
項

か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
際
し

必
要
な
経
過
措

置
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

 

附
則
別
表
 
別
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

給
 
 
料
 
 
表
 

（
単
位
：
円
）

職
員
の
 

区
分
 

級
 

１
 
級
 

２
 
級
 

３
 
級
 

４
 
級
 

５
 
級
 

６
 
級
 

号 俸
 

給
与
月
額

給
与
月
額
 

給
与
月
額

給
与

月
額

給
与

月
額

給
与

月
額

再 任 用 以 外 の 職 員 

1
 

1
8
3
,
5
0
0

2
3
0
,
0
0
0
 

2
6
5
,
3
0
0

2
9
8
,
8
0
0

3
2
1
,
3
0
0

3
5
5
,
2
0
0

2
 

1
8
4
,
6
0
0

2
3
1
,
5
0
0
 

2
6
6
,
3
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
2
3
,
1
0
0

3
5
6
,
9
0
0

3
 

1
8
5
,
8
0
0

2
3
3
,
0
0
0
 

2
6
7
,
3
0
0

3
0
1
,
8
0
0

3
2
4
,
9
0
0

3
5
8
,
5
0
0

4
 

1
8
6
,
9
0
0

2
3
4
,
5
0
0
 

2
6
8
,
3
0
0

3
0
3
,
2
0
0

3
2
6
,
6
0
0

3
6
0
,
1
0
0

5
 

1
8
8
,
0
0
0

2
3
6
,
0
0
0
 

2
6
9
,
3
0
0

3
0
4
,
6
0
0

3
2
8
,
3
0
0

3
6
1
,
7
0
0

6
 

1
8
9
,
7
0
0

2
3
7
,
5
0
0
 

2
7
0
,
3
0
0

3
0
5
,
7
0
0

3
3
0
,
0
0
0

3
6
3
,
5
0
0

7
 

1
9
1
,
3
0
0

2
3
9
,
0
0
0
 

2
7
1
,
3
0
0

3
0
6
,
7
0
0

3
3
1
,
7
0
0

3
6
5
,
0
0
0

8
 

1
9
2
,
9
0
0

2
4
0
,
5
0
0
 

2
7
2
,
3
0
0

3
0
7
,
9
0
0

3
3
3
,
4
0
0

3
6
6
,
6
0
0

9
 

1
9
4
,
5
0
0

2
4
2
,
0
0
0
 

2
7
3
,
3
0
0

3
0
9
,
1
0
0

3
3
5
,
0
0
0

3
6
8
,
0
0
0

1
0
 

1
9
6
,
2
0
0

2
4
3
,
4
0
0
 

2
7
4
,
3
0
0

3
1
0
,
7
0
0

3
3
6
,
7
0
0

3
6
9
,
6
0
0

1
1
 

1
9
7
,
8
0
0

2
4
4
,
8
0
0
 

2
7
5
,
3
0
0

3
1
2
,
3
0
0

3
3
8
,
4
0
0

3
7
1
,
2
0
0

1
2
 

1
9
9
,
4
0
0

2
4
6
,
2
0
0
 

2
7
6
,
4
0
0

3
1
3
,
9
0
0

3
4
0
,
0
0
0

3
7
2
,
7
0
0

1
3
 

2
0
1
,
0
0
0

2
4
7
,
4
0
0
 

2
7
7
,
4
0
0

3
1
5
,
4
0
0

3
4
1
,
5
0
0

3
7
4
,
6
0
0

1
4
 

2
0
2
,
7
0
0

2
4
8
,
6
0
0
 

2
7
8
,
7
0
0

3
1
7
,
0
0
0

3
4
3
,
1
0
0

3
7
6
,
5
0
0

1
5
 

2
0
4
,
4
0
0

2
4
9
,
8
0
0
 

2
8
0
,
0
0
0

3
1
8
,
6
0
0

3
4
4
,
7
0
0

3
7
8
,
4
0
0

1
6
 

2
0
6
,
1
0
0

2
5
1
,
0
0
0
 

2
8
1
,
2
0
0

3
2
0
,
2
0
0

3
4
6
,
2
0
0

3
8
0
,
2
0
0

1
7
 

2
0
7
,
4
0
0

2
5
2
,
1
0
0
 

2
8
2
,
5
0
0

3
2
1
,
7
0
0

3
4
7
,
6
0
0

3
8
1
,
7
0
0

1
8
 

2
0
9
,
0
0
0

2
5
3
,
2
0
0
 

2
8
3
,
8
0
0

3
2
3
,
4
0
0

3
4
9
,
3
0
0

3
8
3
,
5
0
0

1
9
 

2
1
0
,
6
0
0

2
5
4
,
3
0
0
 

2
8
5
,
0
0
0

3
2
5
,
0
0
0

3
5
0
,
9
0
0

3
8
5
,
2
0
0

2
0
 

2
1
2
,
1
0
0

2
5
5
,
4
0
0
 

2
8
6
,
2
0
0

3
2
6
,
6
0
0

3
5
2
,
5
0
0

3
8
6
,
8
0
0

2
1
 

2
1
3
,
6
0
0

2
5
6
,
4
0
0
 

2
8
7
,
3
0
0

3
2
8
,
0
0
0

3
5
3
,
7
0
0

3
8
8
,
5
0
0

2
2
 

2
1
5
,
2
0
0

2
5
7
,
4
0
0
 

2
8
8
,
5
0
0

3
2
9
,
7
0
0

3
5
5
,
2
0
0

3
8
9
,
9
0
0

2
3
 

2
1
6
,
8
0
0

2
5
8
,
4
0
0
 

2
8
9
,
8
0
0

3
3
1
,
4
0
0

3
5
6
,
7
0
0

3
9
1
,
3
0
0

2
4
 

2
1
8
,
4
0
0

2
5
9
,
4
0
0
 

2
9
1
,
1
0
0

3
3
3
,
0
0
0

3
5
8
,
2
0
0

3
9
2
,
7
0
0

2
5
 

2
2
0
,
0
0
0

2
6
0
,
4
0
0
 

2
9
2
,
4
0
0

3
3
4
,
2
0
0

3
5
9
,
9
0
0

3
9
4
,
1
0
0

2
6
 

2
2
1
,
7
0
0

2
6
1
,
3
0
0
 

2
9
3
,
4
0
0

3
3
6
,
1
0
0

3
6
1
,
7
0
0

3
9
5
,
3
0
0

2
7
 

2
2
3
,
0
0
0

2
6
2
,
2
0
0
 

2
9
4
,
4
0
0

3
3
7
,
8
0
0

3
6
3
,
4
0
0

3
9
6
,
5
0
0

2
8
 

2
2
4
,
3
0
0

2
6
3
,
1
0
0
 

2
9
5
,
5
0
0

3
3
9
,
4
0
0

3
6
5
,
1
0
0

3
9
7
,
5
0
0

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

 
 

給
 
 
料
 
 
表

（
単

位
：
円
） 

職
員
の

区
分

級
 

１
 
級
 

２
 
級
 

３
 
級
 

４
 
級
 

５
 
級
 

６
 
級
 

号 俸
 

給
与

月
額

給
与
月
額
 

給
与
月
額

給
与
月
額

給
与
月
額

給
与
月
額
 

再 任 用 以 外 の 職 員 

1
 

1
8
3
,
5
0
0

2
3
0
,
0
0
0

2
6
1
,
3
0
0

2
8
7
,
3
0
0

3
0
9
,
8
0
0

3
3
5
,
0
0
0
 

2
 

1
8
4
,
6
0
0

2
3
1
,
5
0
0

2
6
2
,
3
0
0

2
8
8
,
9
0
0

3
1
1
,
5
0
0

3
3
6
,
9
0
0
 

3
 

1
8
5
,
8
0
0

2
3
3
,
0
0
0

2
6
3
,
3
0
0

2
9
0
,
4
0
0

3
1
3
,
2
0
0

3
3
8
,
7
0
0
 

4
 

1
8
6
,
9
0
0

2
3
4
,
5
0
0

2
6
4
,
3
0
0

2
9
1
,
9
0
0

3
1
4
,
7
0
0

3
4
0
,
5
0
0
 

5
 

1
8
8
,
0
0
0

2
3
6
,
0
0
0

2
6
5
,
3
0
0

2
9
3
,
4
0
0

3
1
6
,
1
0
0

3
4
2
,
2
0
0
 

6
 

1
8
9
,
7
0
0

2
3
7
,
5
0
0

2
6
6
,
3
0
0

2
9
4
,
9
0
0

3
1
7
,
4
0
0

3
4
3
,
9
0
0
 

7
 

1
9
1
,
3
0
0

2
3
9
,
0
0
0

2
6
7
,
3
0
0

2
9
6
,
3
0
0

3
1
8
,
7
0
0

3
4
5
,
5
0
0
 

8
 

1
9
2
,
9
0
0

2
4
0
,
5
0
0

2
6
8
,
3
0
0

2
9
7
,
6
0
0

3
2
0
,
0
0
0

3
4
7
,
2
0
0
 

9
 

1
9
4
,
5
0
0

2
4
2
,
0
0
0

2
6
9
,
3
0
0

2
9
8
,
8
0
0

3
2
1
,
3
0
0

3
4
8
,
8
0
0
 

1
0
 

1
9
6
,
2
0
0

2
4
3
,
4
0
0

2
7
0
,
3
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
2
3
,
1
0
0

3
5
0
,
5
0
0
 

1
1
 

1
9
7
,
8
0
0

2
4
4
,
8
0
0

2
7
1
,
3
0
0

3
0
1
,
8
0
0

3
2
4
,
9
0
0

3
5
2
,
1
0
0
 

1
2
 

1
9
9
,
4
0
0
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2
0
0

 
 

 
 

1
23
 

 
 

3
0
7
,
9
0
0
 

 
 

3
9
7
,
5
0
0

 
 

 
 

1
24
 

 
 

3
0
8
,
2
0
0
 

 
 

3
9
7
,
8
0
0

 
 

 
 

1
25
 

 
 

3
0
8
,
5
0
0
 

 
 

3
9
8
,
1
0
0

 
 

 
 

1
26
 

 
 

 
 

 
 

3
9
8
,
4
0
0

 
 

 
 

1
27
 

 
 

 
 

 
 

3
9
8
,
7
0
0

 
 

 
 

9
5
 

 
 

2
9
9
,
7
0
0

3
4
7
,
8
0
0

3
8
6
,
7
0
0

3
9
8
,
6
0
0

4
1
7
,
7
0
0
 

9
6
 

 
 

3
0
0
,
1
0
0

3
4
8
,
2
0
0

3
8
7
,
0
0
0

3
9
8
,
8
0
0

4
1
7
,
9
0
0
 

9
7
 

 
 

3
0
0
,
3
0
0

3
4
8
,
4
0
0

3
8
7
,
3
0
0

3
9
9
,
0
0
0

4
1
8
,
1
0
0
 

9
8
 

 
 

3
0
0
,
6
0
0

3
4
8
,
8
0
0

3
8
7
,
6
0
0

3
9
9
,
2
0
0

4
1
8
,
3
0
0
 

9
9
 

 
 

3
0
1
,
0
0
0

3
4
9
,
2
0
0

3
8
7
,
9
0
0

3
9
9
,
4
0
0

4
1
8
,
5
0
0
 

1
00
 

 
 

3
0
1
,
4
0
0

3
4
9
,
5
0
0

3
8
8
,
2
0
0

3
9
9
,
6
0
0

4
1
8
,
7
0
0
 

1
01
 

 
 

3
0
1
,
6
0
0

3
4
9
,
8
0
0

3
8
8
,
5
0
0

3
9
9
,
8
0
0

4
1
8
,
9
0
0
 

1
02
 

 
 

3
0
1
,
9
0
0

3
5
0
,
2
0
0

3
8
8
,
8
0
0

4
0
0
,
0
0
0

4
1
9
,
1
0
0
 

1
03
 

 
 

3
0
2
,
2
0
0

3
5
0
,
6
0
0

3
8
9
,
1
0
0

4
0
0
,
2
0
0

4
1
9
,
3
0
0
 

1
04
 

 
 

3
0
2
,
5
0
0

3
5
1
,
0
0
0

3
8
9
,
4
0
0

4
0
0
,
4
0
0

4
1
9
,
5
0
0
 

1
05
 

 
 

3
0
2
,
7
0
0

3
5
1
,
5
0
0

3
8
9
,
7
0
0

4
0
0
,
6
0
0

4
1
9
,
7
0
0
 

1
06
 

 
 

3
0
3
,
0
0
0

3
5
1
,
9
0
0

3
9
0
,
0
0
0

4
0
0
,
8
0
0

4
1
9
,
9
0
0
 

1
07
 

 
 

3
0
3
,
3
0
0

3
5
2
,
3
0
0

3
9
0
,
3
0
0

4
0
1
,
0
0
0

4
2
0
,
1
0
0
 

1
08
 

 
 

3
0
3
,
6
0
0

3
5
2
,
7
0
0

3
9
0
,
6
0
0

4
0
1
,
2
0
0

4
2
0
,
3
0
0
 

1
09
 

 
 

3
0
3
,
8
0
0

3
5
3
,
2
0
0

3
9
0
,
9
0
0

4
0
1
,
4
0
0

4
2
0
,
5
0
0
 

1
10
 

 
 

3
0
4
,
2
0
0

3
5
3
,
6
0
0

3
9
1
,
2
0
0

4
0
1
,
6
0
0

 
 

1
11
 

 
 

3
0
4
,
6
0
0

3
5
3
,
9
0
0

3
9
1
,
5
0
0

4
0
1
,
8
0
0

 
 

1
12
 

 
 

3
0
4
,
9
0
0

3
5
4
,
2
0
0

3
9
1
,
8
0
0

4
0
2
,
0
0
0

 
 

1
13
 

 
 

3
0
5
,
1
0
0

3
5
4
,
7
0
0

3
9
2
,
1
0
0

4
0
2
,
2
0
0

 
 

1
14
 

 
 

3
0
5
,
3
0
0

 
 

3
9
2
,
4
0
0

 
 

 
 

1
15
 

 
 

3
0
5
,
6
0
0

 
 

3
9
2
,
7
0
0

 
 

 
 

1
16
 

 
 

3
0
6
,
0
0
0

 
 

3
9
3
,
0
0
0

 
 

 
 

1
17
 

 
 

3
0
6
,
2
0
0

 
 

3
9
3
,
3
0
0

 
 

 
 

1
18
 

 
 

3
0
6
,
4
0
0

 
 

3
9
3
,
6
0
0

 
 

 
 

1
19
 

 
 

3
0
6
,
7
0
0

 
 

3
9
3
,
9
0
0

 
 

 
 

1
20
 

 
 

3
0
7
,
0
0
0

 
 

3
9
4
,
2
0
0

 
 

 
 

1
21
 

 
 

3
0
7
,
4
0
0

 
 

3
9
4
,
5
0
0

 
 

 
 

1
22
 

 
 

3
0
7
,
6
0
0

 
 

3
9
4
,
8
0
0

 
 

 
 

1
23
 

 
 

3
0
7
,
9
0
0

 
 

3
9
5
,
1
0
0

 
 

 
 

1
24
 

 
 

3
0
8
,
2
0
0

 
 

3
9
5
,
4
0
0

 
 

 
 

1
25
 

 
 

3
0
8
,
5
0
0

 
 

3
9
5
,
7
0
0

 
 

 
 

1
26
 

 
 

 
 

 
 

3
9
6
,
0
0
0

 
 

 
 

1
27
 

 
 

 
 

 
 

3
9
6
,
3
0
0
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

1
28
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
0
0
0

 
 

 
 

1
29
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
3
0
0

 
 

 
 

1
30
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
6
0
0

 
 

 
 

1
31
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
9
0
0

 
 

 
 

1
32
 

 
 

 
 

 
 

4
0
0
,
2
0
0

 
 

 
 

1
33
 

 
 

 
 

 
 

4
0
0
,
5
0
0

 
 

 
 

1
34
 

 
 

 
 

 
 

4
0
0
,
8
0
0

 
 

 
 

1
35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
36
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
37
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
41
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
42
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

再
任
用
 

職
員
 

 
 

1
9
2
,
0
0
0

2
1
9
,
5
0
0
 

2
6
0
,
0
0
0

2
7
9
,
7
0
0

2
9
4
,
9
0
0

3
2
0
,
6
0
0

            

1
28
 

 
 

 
 

 
 

3
9
6
,
6
0
0

 
 

 
 

1
29
 

 
 

 
 

 
 

3
9
6
,
9
0
0

 
 

 
 

1
30
 

 
 

 
 

 
 

3
9
7
,
2
0
0

 
 

 
 

1
31
 

 
 

 
 

 
 

3
9
7
,
5
0
0

 
 

 
 

1
32
 

 
 

 
 

 
 

3
9
7
,
8
0
0

 
 

 
 

1
33
 

 
 

 
 

 
 

3
9
8
,
1
0
0

 
 

 
 

1
34
 

 
 

 
 

 
 

3
9
8
,
4
0
0

 
 

 
 

1
35
 

 
 

 
 

 
 

3
9
8
,
7
0
0

 
 

 
 

1
36
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
0
0
0

 
 

 
 

1
37
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
3
0
0

 
 

 
 

1
38
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
6
0
0

 
 

 
 

1
39
 

 
 

 
 

 
 

3
9
9
,
9
0
0

 
 

 
 

1
40
 

 
 

 
 

 
 

4
0
0
,
2
0
0

 
 

 
 

1
41
 

 
 

 
 

 
 

4
0
0
,
5
0
0

 
 

 
 

1
42
 

 
 

 
 

 
 

4
0
0
,
8
0
0

 
 

 
 

再
任
用

職
員

 
 

1
9
2
,
0
0
0

2
1
9
,
5
0
0

2
6
0
,
0
0
0

2
7
9
,
7
0
0

2
9
4
,
9
0
0

3
2
0
,
6
0
0
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

附
則
別
表
（
附
則
第
３
項
関
係
）
 

号
俸
の
切
替
表
 
 

旧
号
俸
 

級
及
び
新

号
俸
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

1
 

1
 

1
 

1
 

3
 

1
 

1
 

1
 

1
 

4
 

1
 

1
 

1
 

1
 

5
 

1
 

1
 

1
 

1
 

6
 

2
 

1
 

1
 

1
 

7
 

3
 

1
 

1
 

1
 

8
 

4
 

1
 

1
 

1
 

9
 

5
 

1
 

1
 

1
 

1
0 

6
 

2
 

2
 

1
 

1
1 

7
 

3
 

3
 

1
 

1
2 

8
 

4
 

4
 

1
 

1
3 

9
 

5
 

5
 

1
 

1
4 

1
0 

6
 

6
 

2
 

1
5 

1
1 

7
 

7
 

3
 

1
6 

1
2 

8
 

8
 

4
 

1
7 

1
3 

9
 

9
 

5
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

1
8 

1
4 

1
0 

1
0 

6
 

1
9 

1
5 

1
1 

1
1 

7
 

2
0 

1
6 

1
2 

1
2 

8
 

2
1 

1
7 

1
3 

1
3 

9
 

2
2 

1
8 

1
4 

1
4 

1
0 

2
3 

1
9 

1
5 

1
5 

1
1 

2
4 

2
0 

1
6 

1
6 

1
2 

2
5 

2
1 

1
7 

1
7 

1
3 

2
6 

2
2 

1
8 

1
8 

1
4 

2
7 

2
3 

1
9 

1
9 

1
5 

2
8 

2
4 

2
0 

2
0 

1
6 

2
9 

2
5 

2
1 

2
1 

1
7 

3
0 

2
6 

2
2 

2
2 

1
8 

3
1 

2
7 

2
3 

2
3 

1
9 

3
2 

2
8 

2
4 

2
4 

2
0 

3
3 

2
9 

2
5 

2
5 

2
1 

3
4 

3
0 

2
6 

2
6 

2
2 

3
5 

3
1 

2
7 

2
7 

2
3 

3
6 

3
2 

2
8 

2
8 

2
4 

3
7 

3
3 

2
9 

2
9 

2
5 

3
8 

3
4 

3
0 

3
0 

2
6 
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

3
9 

3
5 

3
1 

3
1 

2
7 

4
0 

3
6 

3
2 

3
2 

2
8 

4
1 

3
7 

3
3 

3
3 

2
9 

4
2 

3
8 

3
4 

3
4 

3
0 

4
3 

3
9 

3
5 

3
5 

3
1 

4
4 

4
0 

3
6 

3
6 

3
2 

4
5 

4
1 

3
7 

3
7 

3
3 

4
6 

4
2 

3
8 

3
8 

3
4 

4
7 

4
3 

3
9 

3
9 

3
5 

4
8 

4
4 

4
0 

4
0 

3
6 

4
9 

4
5 

4
1 

4
1 

3
7 

5
0 

4
6 

4
2 

4
2 

3
8 

5
1 

4
7 

4
3 

4
3 

3
9 

5
2 

4
8 

4
4 

4
4 

4
0 

5
3 

4
9 

4
5 

4
5 

4
1 

5
4 

5
0 

4
6 

4
6 

4
2 

5
5 

5
1 

4
7 

4
7 

4
3 

5
6 

5
2 

4
8 

4
8 

4
4 

5
7 

5
3 

4
9 

4
9 

4
5 

5
8 

5
4 

5
0 

5
0 

4
6 

5
9 

5
5 

5
1 

5
1 

4
7 
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

6
0 

5
6 

5
2 

5
2 

4
8 

6
1 

5
7 

5
3 

5
3 

4
9 

6
2 

5
8 

5
4 

5
4 

5
0 

6
3 

5
9 

5
5 

5
5 

5
1 

6
4 

6
0 

5
6 

5
6 

5
2 

6
5 

6
1 

5
7 

5
7 

5
3 

6
6 

6
2 

5
8 

5
8 

5
4 

6
7 

6
3 

5
9 

5
9 

5
5 

6
8 

6
4 

6
0 

6
0 

5
6 

6
9 

6
5 

6
1 

6
1 

5
7 

7
0 

6
6 

6
2 

6
2 

5
8 

7
1 

6
7 

6
3 

6
3 

5
9 

7
2 

6
8 

6
4 

6
4 

6
0 

7
3 

6
9 

6
5 

6
5 

6
1 

7
4 

7
0 

6
6 

6
6 

6
2 

7
5 

7
1 

6
7 

6
7 

6
3 

7
6 

7
2 

6
8 

6
8 

6
4 

7
7 

7
3 

6
9 

6
9 

6
5 

7
8 

7
4 

7
0 

7
0 

6
6 

7
9 

7
5 

7
1 

7
1 

6
7 

8
0 

7
6 

7
2 

7
2 

6
8 
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

8
1 

7
7 

7
3 

7
3 

6
9 

8
2 

7
8 

7
4 

7
4 

7
0 

8
3 

7
9 

7
5 

7
5 

7
1 

8
4 

8
0 

7
6 

7
6 

7
2 

8
5 

8
1 

7
7 

7
7 

7
3 

8
6 

8
2 

7
8 

7
8 

7
4 

8
7 

8
3 

7
9 

7
9 

7
5 

8
8 

8
4 

8
0 

8
0 

7
6 

8
9 

8
5 

8
1 

8
1 

7
7 

9
0 

8
6 

8
2 

8
2 

7
8 

9
1 

8
7 

8
3 

8
3 

7
9 

9
2 

8
8 

8
4 

8
4 

8
0 

9
3 

8
9 

8
5 

8
5 

8
1 

9
4 

9
0 

8
6 

8
6 

8
2 

9
5 

9
1 

8
7 

8
7 

8
3 

9
6 

9
2 

8
8 

8
8 

8
4 

9
7 

9
3 

8
9 

8
9 

8
5 

9
8 

9
4 

9
0 

9
0 

9
9 

9
5 

9
1 

9
1 

1
0
0 

9
6 

9
2 

9
2 

1
0
1 

9
7 

9
3 

9
3 
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

1
0
2 

9
8 

9
4 

9
4 

1
0
3 

9
9 

9
5 

9
5 

1
0
4 

1
0
0 

9
6 

9
6 

1
0
5 

1
0
1 

9
7 

9
7 

1
0
6 

1
0
2 

9
8 

1
0
7 

1
0
3 

9
9 

1
0
8 

1
0
4 

1
0
0 

1
0
9 

1
0
5 

1
0
1 

1
1
0 

1
0
6 

1
0
2 

1
1
1 

1
0
7 

1
0
3 

1
1
2 

1
0
8 

1
0
4 

1
1
3 

1
0
9 

1
0
5 

1
1
4 

1
0
6 

1
1
5 

1
0
7 

1
1
6 

1
0
8 

1
1
7 

1
0
9 

1
1
8 

1
1
0 

1
1
9 

1
1
1 

1
2
0 

1
1
2 

1
2
1 

1
1
3 

1
2
2 

1
1
4 
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江
差
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
 
新
旧

対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

1
2
3 

1
1
5 

1
2
4 

1
1
6 

1
2
5 

1
1
7 

1
2
6 

1
1
8 

1
2
7 

1
1
9 

1
2
8 

1
2
0 

1
2
9 

1
2
1 

1
3
0 

1
2
2 

1
3
1 

1
2
3 

1
3
2 

1
2
4 

1
3
3 

1
2
5 

1
3
4 

1
2
6 

1
3
5 

1
2
7 

1
3
6 

1
2
8 

1
3
7 

1
2
9 

1
3
8 

1
3
0 

1
3
9 

1
3
1 

1
4
0 

1
3
2 

1
4
1 

1
3
3 

1
4
2 

1
3
4 
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江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

(
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
)
 

第
８
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子

を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
超
過
勤
務

(
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
)
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

４
 
前
３
項
 
 
 
 
の
規
定
は
、
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護

す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
(
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る

も
の
が
、
深
夜
(
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
)
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
６
条
第
１

項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
(
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
)
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
「
深
夜
に
」
と
あ
る
の

は
「
深
夜
(
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
)
に
」
と
、
第

２
項
並
び
に
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ

る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

(
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
)
 

第
８
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
任
命
権
者
は
、
３
歳
に
満
た
な
い
子
 
 
 
 
 
 
 
 
 の

あ
る
職
員
が
当
該
子

を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
超
過
勤
務

(
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
)
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

４
 
第
１
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
第
１
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護

す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学
校
就
学

の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
(
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る

も
の
が
、
深
夜
(
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
)
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
６
条
第
１

項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
(
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
)
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
「
深
夜
に
」
と
あ
る
の

は
「
深
夜
(
午
後
１
０
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
)
に
」
と
、
 

 
 
 
 
 
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ

る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

(
介
護
休
暇

)
 

第
１
６
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
(
配
偶
者
(
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
父
母
、

子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
（
第
１
９
条
の
２
第
１
項
に
お
い
て

「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間

に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
介
護

を
す
る
た
め
、
任
命
権
者
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基

づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
(
以
下

「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
)
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）
 

第
１
９
条
の
２
 
任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す

る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護

と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両

立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立

支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
４
０
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年

度
（
４
月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規

定
す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）
 

(
介
護
休
暇

)
 

第
１
６
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
(
配
偶
者
(
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
父
母
、

子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間

に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
介
護

を
す
る
た
め
、
任
命
権
者
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基

づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
(
以
下

「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
)
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
新
設
）
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江
差
町
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
１
９
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
)
 
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施
 

(
2
)
 
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備
 

(
3
)
 
そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
 

  
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
日
を
時
間

外
勤
務
制
限
開
始
日
と
す
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
第
８
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
３
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期

に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る

職
員
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
請
求
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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江
差
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

(
部
分
休
業
の
承
認
)
 

第
１
８
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
、
当
該
非

常
勤
職
員
に
つ
い
て
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時
間
４
５
分
を
減

じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
(
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
平
成
３

年
法
律
第
７
６
号
)
第
６
１
条
の
２
第
２
０
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

条
第
２
９
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
(
以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の

時
間
」
と
い
う
。
)
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
２
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る

た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
)
行
う
も
の
と
す
る
。
 

  
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

   

(
部
分
休
業
の
承
認
)
 

第
１
８
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
、
当
該
非

常
勤
職
員
に
つ
い
て
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時
間
４
５
分
を
減

じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
(
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、

介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
平
成
３

年
法
律
第
７
６
号
)
第
６
１
条
第
３
２
項
 
 
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

条
第
２
９
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
(
以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の

時
間
」
と
い
う
。
)
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
２
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る

た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
)
行
う
も
の
と
す
る
。
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
保

育
所
等

と
の

連
携

）
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携

）
 

第
６

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

（
居

宅
訪

問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居

宅
訪

問
型
保

育
事

業
者

」
と

い
う

。
）

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
１
項
、

第
７

条
の
３

第
２

項
、

第
１

４
条

第
１

項
及

び
第
２
項
、
第
１
５
条
第
１
項
、
第

２
項

及
び
第

５
項

、
第

１
６

条
並

び
に

第
１

７
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
並
び

に
附

則
第
３

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
は

、
利

用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か

つ
確

実
に
行

わ
れ

、
及

び
家

庭
的

保
育

事
業

者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後

も
満

３
歳
以

上
の

児
童

に
対

し
て

必
要

な
教

育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
１
８
年
法

律
第

１
２
０

号
）

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
法
律
に
定
め
る
学
校
に
お
い
て
行

わ
れ

る
教
育

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に

提
供

さ
れ
る

よ
う

、
次

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
（
子
ど

も
・

子
育
て

支
援

法
（

平
成

２
４

年
法

律
第

６
５
号
）
第
７
条
第
４
項
に
規
定
す

る
保

育
所
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
、

幼
稚

園
（
同
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）
又

は
認

定
こ

ど
も

園
（

同
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を

い
う

。
以
下

同
じ

。
）

（
以

下
「

連
携

施
設

」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
離

島
そ

の
他

の
地
域
で
あ
つ
て
、
連
携
施
設
の
確

保
が

著
し
く

困
難

で
あ

る
と

町
が

認
め

る
も

の
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
等

（
居

宅
訪
問

型
保

育
事

業
を

除
く

。
第

１
６
条
第
２
項
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行

う
家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

つ
い

て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業

者
等

（
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
行

う
者

（
以

下
「

居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
１
項
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
第
１
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
１
５
条
第
１
項
、
第
２

項
及
び
第
５
項
、
第
１

６
条

並
び

に
第

１
７

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
並

び
に

附
則
第
３
条
に
お
い
て

同
じ

。
）

は
、

利
用

乳
幼

児
に

対
す

る
保

育
が

適
正

か
つ

確
実
に
行
わ
れ
、
及
び

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る

保
育

の
提

供
の

終
了

後
も

満
３
歳
以
上
の
児
童
に

対
し

て
必

要
な

教
育

（
教

育
基

本
法

（
平

成
１

８
年

法
律

第
１
２
０
号
）
第
６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

法
律

に
定

め
る

学
校

に
お

い
て

行
わ

れ
る
教
育
を
い
う
。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

又
は

保
育

が
継

続
的

に
提

供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を
行

う
保

育
所
（

子
ど

も
・

子
育
て
支
援
法
（
平
成

２
４

年
法

律
第

６
５

号
）

第
７

条
第

４
項

に
規

定
す

る
保

育
所
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

）
、

幼
稚

園
（

同
項

に
規

定
す

る
幼

稚
園

を
い

う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
認

定
こ

ど
も

園
（

同
項
に
規

定
す

る
認

定
こ

ど
も

園
を

い
う

。

以
下
同
じ
。
）
（
以
下

「
連

携
施

設
」

と
い

う
。

）
を

適
切

に
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

離
島

そ
の

他
の

地
域

で
あ

つ
て

、
連

携
施

設
の

確
保

が
著

し
く
困
難
で
あ
る
と
町

が
認

め
る

も
の

に
お

い
て

家
庭

的
保

育
事

業
等

（
居

宅
訪

問
型
保
育
事
業
を
除
く

。
第

１
６

条
第

２
項

第
３

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

行
う

家
庭
的
保
育
事
業
者
等

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。
 

（
１

）
 
利

用
乳

幼
児

に
集

団
保

育
を

体
験

さ
せ
る
た
め
の
機
会
の
設
定
、
保
育

の
適

切
な
提

供
に

必
要

な
家

庭
的

保
育

事
業
者
等
に
対
す
る
相
談
、
助
言
そ
の

他
の

保
育
の

内
容

に
関

す
る

支
援

（
次

項
に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い

（
１
）
 
利
用
乳
幼
児
に
集

団
保

育
を

体
験

さ
せ

る
た

め
の

機
会

の
設

定
、

保
育

の
適
切
な
提
供
に
必

要
な
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

に
対

す
る

相
談

、
助

言
そ

の

他
の
保
育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
を
行
う
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

う
。

）
を
実

施
す

る
こ

と
。
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 こ

と
。
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

（
３

）
 
当

該
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

に
よ

り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用

乳
幼

児
（
事

業
所

内
保

育
事

業
の

利
用

乳
幼
児
に
あ
つ
て
は
、
第
４
２
条
に
規

定
す

る
そ
の

他
の

乳
児

又
は

幼
児

に
限

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
６
項
第
１
号

に
お

い
て
同

じ
。

）
を

、
当

該
保

育
の

提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利
用
乳

幼
児

に
係
る

保
護

者
の

希
望

に
基

づ
き

、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て

受
け

入
れ
て

教
育

又
は

保
育

を
提

供
す

る
こ
と
。
 

（
３
）
 
当
該
家
庭
的

保
育

事
業

者
等

に
よ

り
保

育
の

提
供

を
受

け
て

い
た

利
用

乳
幼
児
（
事
業
所
内
保

育
事

業
の

利
用

乳
幼

児
に

あ
つ

て
は

、
第

４
２

条
に

規

定
す
る
そ
の
他
の
乳
児

又
は

幼
児

に
限

る
。

以
下

こ
の

号
及

び
第

４
項

第
１

号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を

、
当

該
保

育
の

提
供

の
終

了
に

際
し

て
、

当
該

利
用

乳

幼
児
に
係
る
保
護
者
の

希
望

に
基

づ
き

、
引

き
続

き
当

該
連

携
施

設
に

お
い

て

受
け
入
れ
て
教
育
又
は

保
育

を
提

供
す

る
こ

と
。

 

２
 

町
長
は

、
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

に
よ

る
保
育
内
容
支
援
の
実
施
に
係
る
連
携

施
設

の
確
保

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の

全
て
を

満
た

す
と

認
め

る
と

き
は

、
前

項
第
１
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ

と
と

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

（
１

）
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

が
保

育
内

容
支
援
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保

す
る

こ
と
。
 

（
２

）
 
次

の
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た
す
こ
と
。
 

ア
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

と
保

育
内

容
支
援
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ

れ
の

役
割
の

分
担

及
び

責
任

の
所

在
が

明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

保
育
内

容
支

援
連

携
協

力
者

の
本

来
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い

よ
う

に
す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

３
 

前
項
各

号
の

保
育

内
容

支
援

連
携

協
力

者
と
は
、
第
２
７
条
に
規
定
す
る
小
規

模
保

育
事
業

Ａ
型

若
し

く
は

小
規

模
保

育
事

業
Ｂ
型
又
は
事
業
所
内
保
育
事
業
を

（
新
設
）
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差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

行
う

者
（
第

５
項

に
お

い
て

「
小

規
模

保
育

事
業
Ａ
型
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）

で
あ

っ
て
、

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
も
の
を
い

う
。
 

４
 

町
長
は

、
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

に
よ

る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施
設

の
確

保
が
著

し
く

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
場

合
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
か
を
満
た
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
き
は
、
第
１
項
第
２
号
の
規
定
を
適
用
し
な

い
こ

と
と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

町
長
は
、
家
庭
的
保
育

事
業

者
等

に
よ

る
代

替
保

育
の

提
供

に
係

る
連

携
施

設

の
確
保
が
著
し
く
困
難

で
あ

る
と

認
め

る
場

合
で

あ
つ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
２
号
 
 
の
規
定
を
適
用
し
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

で
き

る
。

 

（
１

）
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

が
代

替
保

育
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保
し
た

場
合

に
は
、
次
の

ア
及

び
イ

に
掲

げ
る

要
件
を
満
た
す
と
町
長
が
認
め
る
こ
と
。

ア
 

家
庭
的

保
育

事
業

者
等

と
代

替
保

育
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割

の
分
担

及
び

責
任

の
所

在
が

明
確

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

代
替
保

育
連

携
協

力
者

の
本

来
の

業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う

に
す

る
た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ
と
。
 

（
１
）
 
家
庭
的
保
育
事
業

者
等

と
次

項
に

規
定

す
る

連
携

協
力

を
行

う
者

と
の

間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

の
分

担
及

び
責

任
の

所
在

が
明

確
化

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

（
２

）
 
町

長
が

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る
代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
確
保

の
促

進
の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

て
も
な
お
当
該
代
替
保
育
連
携
協
力
者

の
確

保
が
著

し
く

困
難

で
あ

る
こ

と
。
 

（
２
）
 
次
項
に
規
定
す
る

連
携

協
力

を
行

う
者

の
本

来
の

業
務

の
遂

行
に

支
障

が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

る
た

め
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

５
 

前
項
各

号
の

代
替

保
育

協
力

連
携

者
と

は
、
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る

連
携
協

力
を

行
う

者
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
 

前
項
の
場
合
に
お
い
て

、
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
者

を
第

１
項

第
２

号
に

掲
げ

る
事
項
に
係
る
連
携
協

力
を

行
う

者
と

し
て

適
切

に
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
 

（
１
）
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
 
 
 
 
が
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
場
所
又
は

（
１
）
 
当
該
家
庭
的
保
育

事
業

者
等

が
家

庭
的

保
育

事
業

等
を

行
う

場
所

又
は
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江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

事
業

所
（
次

号
に

お
い

て
「

事
業

実
施

場
所
」
と
い
う
。
）
以
外
の
場
所
又
は

事
業

所
に
お

い
て

代
替

保
育

が
提

供
さ

れ
る
場
合
 

小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
事

業
者
等
  
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  

事
業
所
（
次
号
に
お
い

て
「

事
業

実
施

場
所

」
と

い
う

。
）

以
外

の
場

所
又

は

事
業
所
に
お
い
て
代
替

保
育

が
提

供
さ

れ
る

場
合

 
第

２
７

条
に

規
定

す
る

小

規
模
保
育
事
業
A
型
若
し
く
は
小
規
模
保
育
事
業
B
型
又
は
事
業
所
内
保
育
事
業

を
行
う
者
（
次
号
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
A
型
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

６
 

（
略
）
 

４
 

（
略
）
 

７
 

（
略
）
 

５
 

（
略
）
 

（
食

事
の
提

供
の

特
例

）
 

（
食
事
の
提
供
の
特
例

）
 

第
１

６
条
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
条

第
１

項
の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
利
用
乳
幼
児
に

対
す

る
食
事

の
提

供
に

つ
い

て
、

次
項

に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
搬
入
施
設
」

と
い

う
。
）

に
お

い
て

調
理

し
家

庭
的

保
育
事
業
所
等
に
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り

行
う

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、

当
該

食
事
の

提
供

に
つ

い
て

当
該

方
法

に
よ
る
こ
と
と
し
て
も
な
お
当
該
家
庭
的

保
育

事
業
所

等
に

お
い

て
行

う
こ

と
が

必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の

調
理

機
能
を

有
す

る
設

備
を

備
え

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
６
条
 

次
の
各
号
に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
は

、
前

条

第
１
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら

ず
、

当
該

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
の

利
用

乳
幼

児
に

対
す
る
食
事
の
提
供
に

つ
い

て
、

次
項

に
規

定
す

る
施

設
（

以
下

「
搬

入
施

設
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て

調
理

し
家

庭
的

保
育

事
業

所
等

に
搬

入
す

る
方

法
に

よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

は
、

当
該
食
事
の
提
供
に
つ

い
て

当
該

方
法

に
よ

る
こ

と
と

し
て

も
な

お
当

該
家

庭
的

保
育
事
業
所
等
に
お
い

て
行

う
こ

と
が

必
要

な
調

理
の

た
め

の
加

熱
、

保
存

等
の

調
理
機
能
を
有
す
る
設

備
を

備
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
当

該
家

庭
的

保
育

事
業

所
等

又
は

そ
の
他
の
施
設
、
保
健
所
、
市
町
村

（
特

別
区
を

含
む

。
第

２
１

条
第

２
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
等
の
栄
養
士
又
は

管
理

栄
養
士

に
よ

り
、

献
立

等
に

つ
い

て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら

（
２
）
 
当
該
家
庭
的
保
育

事
業

所
等

又
は

そ
の

他
の

施
設

、
保

健
所

、
市

町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
第
２
１
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
の
栄
養
士
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
り
、
献
立
等
に
つ
い
て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ

- 49 -



江
差
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

れ
る

体
制
に

あ
る

等
、

栄
養

士
又

は
管

理
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ

れ
る

こ
と
。
 

る
体
制
に
あ
る
等
、
栄
養
士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ

る
こ
と
。
 

（
３

）
～
（

５
）

 
（

略
）
 

（
３
）
～
（
５
）
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
 

附
 

則
 

附
 

則
 

（
連

携
施
設

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る

経
過

措
置

）
 

第
３

条
 
家

庭
的

保
育

事
業

者
等

（
特

例
保

育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除

く
。

）
は
、

連
携

施
設

の
確

保
が

著
し

く
困
難
で
あ
つ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法

第
５
９

条
第

４
号

に
規

定
す

る
事

業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な

支
援

を
行
う

こ
と

が
で

き
る

と
町

が
認

め
る
場
合
は
、
第
６
条
第
１
項
本
文
の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、
施

行
日

か
ら

起
算

し
て
１
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、

連
携

施
設
の

確
保

を
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
 

第
３
条
 
家
庭
的
保
育
事
業

者
等

（
特

例
保

育
所

型
事

業
所

内
保

育
事

業
者

を
除

く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確

保
が

著
し

く
困

難
で

あ
つ

て
、

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
法
第
５
９
条
第
４
号
に
規

定
す

る
事

業
に

よ
る

支
援

そ
の

他
の

必
要

な
適

切
な

支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

と
町

が
認

め
る

場
合

は
、

第
６

条
第

１
項

本
文

の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日

か
ら

起
算

し
て

１
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
、

連
携
施
設
の
確
保
を
し

な
い

こ
と

が
で

き
る

。
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
あ

つ
せ
ん

、
調

整
及

び
要

請
に

対
す

る
協

力
）
 

（
あ
つ
せ
ん
、
調
整
及

び
要

請
に

対
す

る
協

力
）

 

第
７

条
 
（

略
）

 
第
７
条
 
（
略
）
 

２
 

特
定
教

育
・

保
育

施
設

（
認

定
こ

ど
も

園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お

い
て
同

じ
。

）
は

、
法

第
１

９
条

第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前

子
ど
も

に
該

当
す

る
教

育
・

保
育

給
付
認
定
子
ど
も
に
係
る
当
該
特
定
教

育
・

保
育
施

設
の

利
用

に
つ

い
て

児
童

福
祉
法
第
２
４
条
第
３
項
（
同
法
第
７
３

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
４
０
条
第
２

項
及

び
第
４

２
条

第
６

項
第

１
号

に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が

行
う

調
整
及

び
要

請
に

対
し

、
で

き
る

限
り

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 

特
定
教
育
・
保
育
施
設

（
認

定
こ

ど
も

園
又

は
保

育
所

に
限

る
。

以
下

こ
の

項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法

第
１

９
条

第
２

号
又

は
第

３
号

に
掲

げ
る

小
学

校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・

保
育

給
付

認
定

子
ど

も
に

係
る

当
該

特
定

教

育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ

い
て

児
童

福
祉

法
第

２
４

条
第

３
項

（
同

法
第

７
３

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

第
４

０
条

第
２

項
及
び
第
４
２
条
第
４
項
第

１
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
規

定
に

よ
り

市
町

村
が

行
う
調
整
及
び
要
請
に

対
し

、
で

き
る

限
り

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
３

７
条
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
（

事
業

所
内
保
育
事
業
を
除
く
。
）
の
利
用
定

員
（

法
第
２

９
条

第
１

項
の

確
認

に
お

い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章

に
お

い
て
同

じ
。

）
の

数
は

、
家

庭
的

保
育
事
業
に
あ
つ
て
は
１
人
以
上
５
人
以

下
、

小
規
模

保
育

事
業

Ａ
型

（
家

庭
的

保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準

（
平
成

２
６

年
厚

生
労

働
省

令
第

６
１
号
）
第
２
７
条
に
規
定
す
る
小
規
模

保
育
事
業
Ａ
型
を
い
う
。
第
４
２
条
第
３
項
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
小

規
模

保
育
事

業
Ｂ

型
（

同
令

第
２

７
条

に
規

定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
を
い

う
。

同
項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

あ
つ

て
は

６
人
以
上
１
９
人
以
下
、
小
規
模
保

育
事

業
Ｃ
型

（
同

条
に

規
定

す
る

小
規

模
保

育
事
業
Ｃ
型
を
い
う
。
附
則
第
４
条

に
お

い
て
同

じ
。

）
に

あ
つ

て
は

６
人

以
上

１
０
人
以
下
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
に

あ
つ
て

は
１

人
と

す
る

。
 

第
３
７
条
 

特
定
地
域
型
保

育
事

業
（

事
業

所
内

保
育

事
業

を
除

く
。

）
の

利
用

定

員
（
法
第
２
９
条
第
１
項
の

確
認

に
お

い
て

定
め

る
も

の
に

限
る

。
以

下
こ

の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
は

、
家

庭
的

保
育

事
業

に
あ

つ
て

は
１

人
以

上
５

人
以

下
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型

（
家

庭
的

保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準
（
平
成
２
６
年
厚
生
労

働
省

令
第

６
１

号
）

第
２

７
条

に
規

定
す

る
小

規
模

保
育
事
業
Ａ
型
を
い
う
。
第

４
２

条
第

３
項

第
１

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
及

び
小

規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
（

同
省

令
第

２
７

条
に

規
定

す
る

小
規

模
保

育
事

業
Ｂ

型
を

い
う
。
同
号
に
お
い
て

同
じ

。
）

に
あ

つ
て

は
６

人
以

上
１

９
人

以
下

、
小

規
模

保
育
事
業
Ｃ
型
（
同
条

に
規

定
す

る
小

規
模

保
育

事
業

Ｃ
型

を
い

う
。

附
則

第
４

条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
あ

つ
て

は
６

人
以

上
１

０
人

以
下

、
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業
に
あ
つ
て
は
１
人

と
す

る
。

 

２
 

（
略
）
 

２
 

（
略
）
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
特

定
教
育

・
保

育
施

設
等

と
の

連
携

）
 

（
特
定
教
育
・
保
育
施

設
等

と
の

連
携

）
 

第
４

２
条
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者
（
居

宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を
除
く
。

以
下

こ
の
項

か
ら

第
７

項
ま

で
に

お
い

て
同
じ
。
）
は
、
特
定
地
域
型
保
育
が
適

正
か

つ
確
実

に
実

施
さ

れ
、

及
び

必
要

な
教

育
・
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る

よ
う

、
次
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を
行
う
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又

は
保

育
所
（

以
下

「
連

携
施

設
」

と
い

う
。

）
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

。
た
だ

し
、

離
島

そ
の

他
の

地
域

で
あ

つ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く

困
難

で
あ
る

と
町

が
認

め
る

も
の

に
お

い
て

特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
特
定

地
域

型
保
育

事
業

者
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で
な
い
。
 

第
４
２
条
 

特
定
地
域
型
保

育
事

業
者
（
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

を
行

う
者

を
除

く
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
５
項
ま

で
に

お
い

て
同

じ
。

）
は

、
特

定
地

域
型

保
育

が
適

正
か
つ
確
実
に
実
施
さ

れ
、

及
び

必
要

な
教

育
・

保
育

が
継

続
的

に
提

供
さ

れ
る

よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を
行

う
認

定
こ

ど
も

園
、

幼
稚

園
又

は
保
育
所
（
以
下
「
連

携
施

設
」

と
い

う
。

）
を

適
切

に
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
離
島

そ
の

他
の

地
域

で
あ

つ
て

、
連

携
施

設
の

確
保

が
著

し
く

困
難
で
あ
る
と
町
が
認

め
る

も
の

に
お

い
て

特
定

地
域

型
保

育
事

業
を

行
う

特
定

地
域
型
保
育
事
業
者
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

（
１

）
 
特

定
地

域
型

保
育

の
提

供
を

受
け

て
い
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど

も
に

集
団
保

育
を

体
験

さ
せ

る
た

め
の

機
会
の
設
定
、
特
定
地
域
型
保
育
の
適

切
な

提
供
に

必
要

な
特

定
地

域
型

保
育

事
業
者
に
対
す
る
相
談
、
助
言
そ
の
他

の
保

育
の
内

容
に

関
す

る
支

援
（

次
項

に
お
い
て
「
保
育
内
容
支
援
」
と
い
う
。
）

を
実

施
す
る

こ
と

。
 

（
１
）
 
特
定
地
域
型
保
育

の
提

供
を

受
け

て
い

る
満

３
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に
集
団
保
育
を
体

験
さ
せ

る
た

め
の

機
会

の
設

定
、

特
定

地
域

型
保

育
の

適

切
な
提
供
に
必
要
な

特
定
地

域
型

保
育

事
業

者
に

対
す

る
相

談
、

助
言

そ
の

他

の
保
育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
を
行
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 こ

と
。
 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

（
３

）
 
当

該
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
に

よ
り
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受

け
て

い
た
満

３
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
（
事
業
所
内
保
育
事
業
を
利
用
す
る

満
３

歳
未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

あ
つ

て
は
、
第
３
７
条
第
２
項
に
規
定
す
る

そ
の

他
の
小

学
校

就
学

前
子

ど
も

に
限

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
６
項
第
１
号

に
お

い
て
同

じ
。

）
を

、
当

該
特

定
地

域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、

当
該

満
３
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の

（
３
）
 
当
該
特
定
地

域
型

保
育

事
業

者
に

よ
り

特
定

地
域

型
保

育
の

提
供

を
受

け
て
い
た
満
３
歳
未
満

保
育

認
定

子
ど

も
（

事
業

所
内

保
育

事
業

を
利

用
す

る

満
３
歳
未
満
保
育
認
定

子
ど

も
に

あ
つ

て
は

、
第

３
７

条
第

２
項

に
規

定
す

る

そ
の
他
の
小
学
校
就
学

前
子

ど
も

に
限

る
。

以
下

こ
の

号
及

び
第

４
項

第
１

号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を

、
当

該
特

定
地

域
型

保
育

の
提

供
の

終
了

に
際

し
て

、

当
該
満
３
歳
未
満
保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る

教
育

・
保

育
給

付
認

定
保

護
者

の
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

希
望

に
基
づ

き
、

引
き

続
き

当
該

連
携

施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て
教
育
・
保

育
を

提
供
す

る
こ

と
。
 

希
望
に
基
づ
き
、
引
き

続
き

当
該

連
携

施
設

に
お

い
て

受
け

入
れ

て
教

育
・

保

育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

２
 

町
長
は

、
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
に

よ
る
保
育
内
容
支
援
の
実
施
に
係
る
連

携
施

設
の
確

保
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

と
認

め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

要
件

の
全
て

を
満

た
す

と
認

め
る

と
き

は
、

前
項
第
１
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い

こ
と

と
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１

）
 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
が

保
育

内
容
支
援
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確

保
す

る
こ
と

。
 

（
２

）
 
次

の
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た
す
こ
と
。
 

ア
 

特
定
地

域
型

保
育

事
業

者
と

保
育

内
容
支
援
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ

ぞ
れ

の
役
割

の
分

担
及

び
責

任
の

所
在

が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

保
育
内

容
支

援
連

携
協

力
者

の
本

来
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い

よ
う

に
す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

３
 

前
項
各

号
の

保
育

内
容

支
援

連
携

協
力

者
と
は
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
若
し

く
は

小
規
模

保
育

事
業

Ｂ
型

又
は

事
業

所
内

保
育
事
業
を
行
う
者
（
第
５
項
に
お

い
て

「
小
規

模
保

育
事

業
Ａ

型
事

業
者

等
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
第
１
項
第

１
号

に
掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を
行

う
も
の
を
い
う
。
 

（
新
設
）
 

４
 

町
長
は

、
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
に

よ
る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施

設
の

確
保
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

と
認

め
る

場
合
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
 
 
 
 
と
き
は
、
第
１
項
第
２
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ

と
と

す
る
こ

と
が

で
き

る
。
 

２
 

町
長
は
、
特
定
地
域
型

保
育

事
業

者
に

よ
る

代
替

保
育

の
提

供
に

係
る

連
携

施

設
の
確
保
が
著
し
く
困

難
で

あ
る

と
認

め
る

場
合

で
あ

つ
て

、
次

に
掲

げ
る

要
件

の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
２
号
 
 
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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江
差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
１

）
 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
が

代
替

保
育
連
携
協
力
者
を
適
切
に
確
保
し

た
場

合
に
は

、
次

の
ア

及
び

イ
に

掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
と
町
長
が
認
め
る
こ

と
。
 

ア
 

特
定
地

域
型

保
育

事
業

者
と

代
替

保
育
連
携
協
力
者
と
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ

の
役

割
の
分

担
及

び
責

任
の

所
在

が
明

確
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

代
替
保

育
連

携
協

力
者

の
本

来
の

業
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う

に
す

る
た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ
と
。
 

（
１
）
 
特
定
地
域
型
保
育

事
業

者
と

次
項

に
規

定
す

る
連

携
協

力
を

行
う

者
と

の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
の

分
担

及
び

責
任

の
所

在
が

明
確

化
さ

れ
て

い
る

こ

と
。
 

（
２

）
 
町

長
が

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
よ
る
代
替
保
育
連
携
協
力
者
の
確

保
の

促
進
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
て
も
な
お
当
該
代
替
保
育
連
携
協
力

者
の

確
保
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２
）
 
次
項
に
規
定
す
る

連
携

協
力

を
行

う
者

の
本

来
の

業
務

の
遂

行
に

支
障

が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

る
た

め
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

５
 

前
項
各

号
の

代
替

保
育

連
携

協
力

者
と

は
、
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
に

係
る

連
携
協

力
を

行
う

者
で

あ
っ

て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

３
 

前
項
の
場
合
に
お
い
て

、
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

者
を

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る
事
項
に
係
る
連
携

協
力

を
行

う
者

と
し

て
適

切
に

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
１
）
 
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
 
 
 
 
が
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所

又
は

事
業
所

（
次

号
に

お
い

て
「

事
業

実
施
場
所
」
と
い
う
。
）
以
外
の
場
所

又
は

事
業
所

に
お

い
て

代
替

保
育

が
提

供
さ
れ
る
場
合
 
小
規
模
保
育
事
業
Ａ

型
事
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

（
１
）
 
当
該
特
定
地
域
型

保
育

事
業

者
が

特
定

地
域

型
保

育
事

業
を

行
う

場
所

又
は
事
業
所
（
次
号
に

お
い

て
「

事
業

実
施

場
所

」
と

い
う

。
）

以
外

の
場

所

又
は
事
業
所
に
お
い
て

代
替

保
育

が
提

供
さ

れ
る

場
合

 
小

規
模

保
育

事
業

Ａ

型
若
し
く
は
小
規
模
保

育
事

業
Ｂ

型
又

は
事

業
所

内
保

育
事

業
を

行
う

者
（

次

号
に
お
い
て
「
小
規
模

保
育

事
業

Ａ
型

事
業

者
等

」
と

い
う

。
）

 

（
２

）
 
（

略
）

 
（
２
）
 
（
略
）
 

６
 

（
略
）
 

４
 

（
略
）
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差
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

７
 

（
略
）
 

５
 

（
略
）
 

８
 

（
略
）
 

６
 

（
略
）
 

９
 

（
略
）
 

７
 

（
略
）
 

１
０

 
（
略

）
 

８
 

（
略
）
 

１
１

 
（
略

）
 

９
 

（
略
）
 

附
 

則
 

附
 

則
 

（
連

携
施
設

に
関

す
る

経
過

措
置

）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る

経
過

措
置

）
 

第
５

条
 
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
（

特
例

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除

く
。

）
は
、

連
携

施
設

の
確

保
が

著
し

く
困
難
で
あ
つ
て
、
法
第
５
９
条
第
４
号

に
規

定
す
る

事
業

に
よ

る
支

援
そ

の
他

の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
る

と
町
が

認
め

る
場

合
は

、
第

４
２

条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の

条
例
の

施
行

の
日

か
ら

起
算

し
て

１
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携

施
設

を
確
保

し
な

い
こ

と
が

で
き

る
。
 

第
５
条
 
特
定
地
域
型
保
育

事
業

者
（

特
例

保
育

所
型

事
業

所
内

保
育

事
業

者
を

除

く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確

保
が

著
し

く
困

難
で

あ
つ

て
、

法
第

５
９

条
第

４
号

に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支

援
そ

の
他

の
必

要
な

適
切

な
支

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る
と
町
が
認
め
る
場
合
は

、
第

４
２

条
第

１
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら

起
算

し
て

１
０

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

間
、

連
携

施
設
を
確
保
し
な
い
こ

と
が

で
き

る
。
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江
差
町
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
地

域
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
職

員
に

係
る

基
準
及
び
当
該
職
員
の
員
数
）
 

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職

員
に

係
る

基
準

及
び

当
該

職
員

の
員

数
）
 

第
４

条
 
一

の
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
が

担
当
す
る
区
域
に
お
け
る
第
１
号
被
保

険
者

の
数
が

お
お

む
ね

３
，

０
０

０
人

以
上
６
，
０
０
０
人
未
満
ご
と
に
置
く
べ

き
専

ら
そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の

職
員
及
び
そ
の
員
数
（
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ

ー
運
営

協
議

会
（

介
護

保
険

法
施

行
規

則
（
平
成
１
１
年
厚
生
省
令
第
３
６

号
。

第
３
号

に
お

い
て

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第
１
４
０
条
の
６
６
第
１
号
イ
に

規
定

す
る
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
が
第
１

号
被

保
険
者

の
数

及
び

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
必

要
で

あ
る
と

認
め

る
と

き
は

、
常

勤
換

算
方

法
（
当
該
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職

員
の
勤

務
延

時
間

数
を

当
該

地
域

包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
常
勤
の
職

員
が

勤
務
す

べ
き

時
間

数
で

除
す

る
こ

と
に

よ
り
、
当
該
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の

職
員
の

員
数

を
常

勤
の

職
員

の
員

数
に

換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
る

こ
と

が
で
き

る
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す

る
。
 

第
４
条
 
一
の
地
域
包
括
支

援
セ

ン
タ

ー
が

担
当

す
る

区
域

に
お

け
る

第
１

号
被

保

険
者
の
数
が
お
お
む
ね
３
，

０
０

０
人

以
上

６
，

０
０

０
人

未
満

ご
と

に
置

く
べ

き
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
及
び
そ
の
員
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す

る
。
 

（
１

）
・
（

２
）

 
（

略
）
 

（
１
）
・
（
２
）
 

（
略
）
 

（
３
）
 
主
任
介
護
支
援
専
門
員
（
省
令
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 第

１
４
０
条

の
６
６
第
１
号
イ
(
3
)
に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。
）
そ
の

他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 
１
人
 

（
３
）
 
主
任
介
護
支

援
専

門
員

（
介

護
保

険
法

施
行

規
則

（
平

成
１

１
年

厚
生

省
令
第
３
６
号
。
次
項

第
２

号
に

お
い

て
「

省
令

」
と

い
う

。
）

第
１

４
０

条

の
６
６
第
１
号
イ
(
3
)
に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
い
う
。
）
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
者
 

１
人
 

２
 

前
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
地

域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
が
地
域

包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
の

効
果

的
な

運
営

に
資

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
複
数
の
地

（
新
設
）
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江
差
町
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

域
包

括
支
援

セ
ン

タ
ー

が
担

当
す

る
区

域
を

一
の
区
域
と
し
て
、
当
該
区
域
内
の

第
１

号
被
保

険
者

の
数

に
つ

い
て

、
お

お
む

ね
３
，
０
０
０
人
以
上
６
，
０
０
０

人
未

満
ご
と

に
同

項
各

号
に

掲
げ

る
常

勤
の

職
員
の
員
数
を
当
該
複
数
の
地
域
包

括
支

援
セ
ン

タ
ー

に
配

置
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当
該
区
域
内
の
一
の
地
域
包
括
支

援
セ

ン
タ
ー

が
そ

れ
ぞ

れ
同

項
の

基
準

を
満

た
す
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て

、
当
該

区
域

内
の

一
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
に
置
く
べ
き
常
勤
の
職
員

及
び

そ
の
員

数
は

、
同

項
各

号
に

掲
げ

る
者

の
う
ち
か
ら
２
人
と
す
る
。
 

３
 

第
１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、

地
域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

置
く

べ
き

職
員
及
び
そ
の
員
数
は
、
次
の
表
の

左
欄

に
掲
げ

る
担

当
す

る
区

域
に

お
け

る
第

１
号
被
保
険
者
の
数
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
 
 
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ

ー
に

置
く

べ
き

職
員

及
び

そ
の

員
数

は
、

次
の

表
の

左
欄
に
掲
げ
る
担
当
す

る
区

域
に

お
け

る
第

１
号

被
保

険
者

の
数

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

（
１

）
 
（

略
）

 
（
１
）
 
（
略
）
 

（
２

）
 
第

１
項

の
基

準
に

よ
つ

て
は

地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
効
率
的
な
運

営
に
支
障
が
あ
る
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合
 

（
２
）
 
前
項
 
 
の
基

準
に

よ
つ

て
は

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
効

率
的

な
運

営
に
支
障
が
あ
る
と
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会

（
省

令
第

１
４

０

条
の
６
６
第
１
号
ロ
(
2
)
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

を
い
う
。
次
号
及
び
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
認

め
ら

れ
た

場
合
 

（
３

）
 
（

略
）

 
（
３
）
 
（
略
）
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

【
別
記
1
 
参
照
】
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【
別
記
1
】
 

 

改
正

後
 

担
当

す
る
区

域
に

お
け

る
第

１
号

被
保

険
者

の
数
 

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ

ー
に

置
く

べ
き

職
員

及
び

そ
の

員
数
 

お
お

む
ね
１

，
０

０
０

人
未

満
 

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
１
人

又
は

２
人
 

お
お

む
ね
１

，
０

０
０

人
以

上
２

，
０

０
０

人
未
満
 

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
２
人

（
う

ち
１

人
は

、
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
職

員
と

す
る
。
）
 

お
お

む
ね
２

，
０

０
０

人
以

上
３

，
０

０
０

人
未
満
 

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
第
１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
者

１
人

及
び

専
ら

そ
の

職
務

に
従

事
す

る
常

勤
の
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者

の
い

ず
れ

か
１

人
 

 

改
正

前
 

担
当

す
る
区

域
に

お
け

る
第

１
号

被
保

険
者

の
数
 

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ

ー
に

置
く

べ
き

職
員

及
び

そ
の

員
数
 

お
お
む
ね
１
，
０
０
０
人
未
満
 

前
項
各
号
 
 
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
１
人
又
は
２
人
 

お
お
む
ね
１
，
０
０
０
人
以
上
２
，
０
０
０
人
未
満
 

前
項
各
号
 
 
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
２
人
（
う
ち
１
人
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
と

す
る
。
）
 

お
お
む
ね
２
，
０
０
０
人
以
上
３
，
０
０
０
人
未
満
 

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
前
項
第
１
号
 
 
に
掲
げ
る
者
１
人
及
び
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常

勤
の
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者

の
い

ず
れ

か
１

人
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江
差
町
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
指

定
介
護

予
防

支
援

の
業

務
の

委
託

）
 

（
指
定
介
護
予
防
支
援

の
業

務
の

委
託

）
 

第
１

４
条
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業

者
は

、
法
第

１
１

５
条

の
２

３
第

３
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予
防
支
援
の
一

部
を

委
託
す

る
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
１
４
条
 

地
域
包
括
支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
者

で
あ

る
指

定
介

護
予

防
支

援
事

業

者
は
、
法
第
１
１
５
条

の
２

３
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

介
護

予
防

支
援

の
一

部
を
委
託
す
る
場
合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

遵
守

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
 
委

託
に

当
た

つ
て

は
、

中
立

性
及

び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域

包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
運

営
協

議
会

（
介

護
保
険
法
施
行
規
則
第
１
４
０
条
の
６

６
第
１
号
イ
 
 
 
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い

う
。

）
の
議

を
経

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と
。
 

（
１
）
 
委
託
に
当
た

つ
て

は
、

中
立

性
及

び
公

正
性

の
確

保
を

図
る

た
め

地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運

営
協

議
会

（
介

護
保

険
法

施
行

規
則

第
１

４
０

条
の

６

６
第
１
号
ロ
(
2
)
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い

う
。
）
の
議
を
経
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
 

（
２

）
～
（

４
）

 
（

略
）
 

（
２
）
～
（
４
）
 

（
略
）
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江
差
町
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
趣

旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１

条
 
江

差
町

は
、

漁
業

施
設

の
整

備
拡

充
を
は
か
り
、
も
つ
て
漁
業
経
営
の
近

代
化

を
推
進

し
よ

う
と

す
る

漁
業

者
等

に
対
し
て
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭

和
４

４
年
法

律
第

５
２

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う
。
）
に
基
づ
く
漁
業
近
代
化
資

金
を

貸
し
付

け
る

融
資

機
関

に
対

し
予

算
の

範
囲
内
で
利
子
補
給
金
を
交
付
す

る
。
 

第
１
条
 
江
差
町
は
、
漁
業

施
設

の
整

備
拡

充
を

は
か

り
、

も
つ

て
漁

業
経

営
の

近

代
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る

漁
業

者
等

に
対

し
て

漁
業

近
代

化
資

金
助

成
法

（
昭

和
４
４
年
法
律
第
５
２

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
く

漁
業

近
代

化
資

金
を
貸
し
付
け
る
融
資

機
関

に
対

し
予

算
の

範
囲

内
で

利
子

補
給

金
を

交
付

す

る
。
 

（
定

義
）
 

（
定
義
）
 

第
２

条
 
こ

の
条

例
に

お
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各

号
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当

該
各
号
の
定
め
る
と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

（
１

）
 
漁

業
者

等
 
法
第

２
条

第
１

項
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

で
、

町
内
に

住
所

を
有

す
る

者
を

い
う

。
 

（
１
）
 
漁
業
者
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

ア
及

び
イ
 
削
除

 
ア
 

漁
業
を
営
む
個

人
 

イ
 

漁
業
を
営
む
法

人
（
水

産
業

協
同

組
合

を
除

く
。

）
で

あ
つ

て
、

そ
の

常

時
使
用
す
る
従
業
者

の
数
が

３
０

０
人

以
下

で
あ

り
、

か
つ

そ
の

使
用

す
る

漁
船
（
漁
船
法
（
昭

和
２
５

年
法

律
第

１
７

８
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る
漁
船
を
い
う
。

以
下
同

じ
。

）
の

合
計

総
ト

ン
数

が
３

０
０

ト
ン

以
下

で
あ
る
も
の
。
 

（
２

）
 
融

資
機

関
 
法
第

２
条

第
２

項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
融
資
機

関
を

い
う
。
 

（
２
）
 
融
資
機
関
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
  

ア
及

び
イ
 
削
除

 
ア
 

水
産
業
協
同
組

合
法
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
の

事
業

を
行

う
漁

業
協

同

組
合
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江
差
町
漁
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
条
例
新
旧
対
照
表
 

改
正

後
 

改
正

前
 

イ
 

水
産
業
協
同
組

合
法
第

８
７

条
第

１
項

第
１

号
及

び
第

２
号

の
事

業
を

あ

わ
せ
行
う
漁
業
協
同

組
合
連

合
会

 

（
３

）
 
漁

業
近

代
化

資
金

 
法

第
２

条
第
３
項
及
び
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法

施
行

令
（
昭

和
４

４
年

政
令

第
２

０
９

号
）
第
２
条
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
 

（
３
）
 
漁
業
近
代
化
資
金

 
漁

業
者

等
の

資
本

装
備

の
高

度
化

及
び

経
営

の
近

代
化
に
資
す
る
た
め
、

融
資

機
関

が
当

該
漁

業
者

等
に

対
し

て
貸

し
付

け
る

資

金
で
次
の
表
に
定
め
る

も
の

を
い

う
。
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

【
別
記
1
 
参
照
】
 

（
利

子
補
給

率
）

 
（
利
子
補
給
率
）
 

第
３

条
 
第

１
条

の
利

子
補

給
率

は
、

漁
業

近
代
化
資
金
貸
付
利
率
か
ら
北
海
道
漁

業
近

代
化
資

金
利

子
補

給
規

則
（

昭
和

４
４

年
北
海
道
規
則
第
９
３
号
）
第
２
条

第
２

項
に
定

め
る

北
海

道
の

利
子

補
給

率
を

控
除
し
た
利
率
と
し
、
年
５
厘
を
上

限
と

す
る
。
 

第
３
条
 
第
１
条
の
利
子
補

給
率

は
、

第
２

条
に

規
定

す
る

漁
業

近
代

化
資

金
に

対

し
、
年
５
厘
と
す
る
。
 

（
貸
付
 
 
利
率
）

 
（
貸
付
け
利
率
）
 

第
４
条
 
融
資
機
関
の
貸
付
 
 
利
率
は
、
法
第
２
条
第
３
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り

農
林

水
産
大

臣
が

定
め

る
利

率
か

ら
前

条
に

規
定
す
る
利
子
補
給
率
を
控
除
し
た

利
率

と
す
る

。
 

第
４
条
 
融
資
機
関
の
貸
付

け
利

率
は

、
第

２
条

第
３

項
に

定
め

る
利

率
か

ら
前

条

に
規
定
す
る
利
子
補
給

率
を

控
除

し
た

利
率

と
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
利

子
補
給

金
の

承
認

）
 

（
利
子
補
給
 
 
の
承
認
）
 

第
６

条
 
（

略
）

 
第
６
条
 
（
略
）
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【
別
記
1
】
 

 

改
正

後
 

（
削

除
）
 

 

改
正

前
 

漁
業

近
代
化

資
金

の
種

類
 

償
還
期
限
 

据
置

期
間
 

利
率
 

１
 

総
ト
ン

数
７

０
ト

ン
未

満
の

漁
船

の
改

造
、
建
造
又
は

取
得

に
必
要

な
資

金
 

１
２
年
（
木
製
の
漁
船
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
６

年
、
漁
船
に
設
け
る
機
器
を
単
独
で
取
得
す
る
に
必
要

な
も
の
に
あ
つ
て
は
５
年
 

２
年
 

年
６

分
 

２
 

養
殖
種

苗
生

産
施

設
、

養
殖

用
保

管
作

業
施
設
 

１
２
年
 

３
年
 

年
６

分
 

３
 

漁
具
又

は
養

殖
施

設
の

取
得

に
必

要
な

資
金
 

５
年
 

２
年
 

年
６

分
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2.9

6.6

1.6

1.6

2.5

2.5

2.6

2.8

2.7

1.6

3.3

3.2

2.5

3.2

2.5

1.5

1.5

2.8

2.8

マリーナ
公園

江差港マリーナ

開陽丸青少年センター

えさし海の駅

江差町漁村センター

協同組合

江差支所

津花町

頭

南埠頭

津花漁港区

【現認定路線】

【新認定路線】

町道路線の廃止・認定について

津花６
号通り津

花
３
号
通
り

道路区域

起点

起点

終点

終点

津花３号通り
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入 札 状 況 調 書 

 

工 事 名 
令和６年度 

陣屋・円山地区町有地法面崩落防止工事 

 

 

工事場所 江差町字円山２６０番地２ほか 
 

 

工事期間 
自：令和７年 ３月着工日 

至：令和７年１１月２８日 

 

入札月日 令和７年 ２月１４日 
 

 

契約月日 令和７年 ２月１７日 仮契約 

契約金額   一金  ８２，５００，０００ 円 
予定価格 

83,897,000 円（税込） 

 

【開札結果】 

入札参加者 
入札金額 

摘 要 
１回目 ２回目 

㈱前田組 ７６，０００，０００   

㈱宏栄建設 ７５，８００，０００   

㈱道南土木 ７５，５００，０００   

㈱田畑建設 ７５，３００，０００   

亀田工業㈱ ◎７５，０００，０００  落札 

 ※各社の入札金額については税抜き価格である。 
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氏  名  松 村 直 人 

 

生年月日  昭和４５年３月１９日 

 

住  所  檜山郡江差町字本町２７１番地 

 

最終学歴  平成 ５年 ３月 駒澤大学仏教学部卒業 

 

職 歴 等  平成 ６年 ４月～ 日本体育大学サッカー部コーチ就任 

      平成 ９年 ３月～ 大本山永平寺安居 

      平成１０年 ４月～ 函館市龍宝寺勤務 

      平成１３年 ４月～ 江差町正覚院帰院 現在正覚院住職 

 

公 職 等  平成２９年１０月～ 調停委員 

      平成３０年 ６月～ 教誨師 

      平成３１年 ７月～ 人権擁護委員（１期目） 

      令和 ４年 ７月～ 人権擁護委員（２期目） 
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氏  名  山 田 清 美 

 

生年月日  昭和３４年１０月２６日 

 

住  所  檜山郡江差町字本町１７０番地３ 

 

最終学歴  昭和５５年 ３月 北海道女子短期大学初等教育学科卒業 

 

職 歴 等  昭和５５年 ６月～ 江差町立江差小学校付属あすなろ幼稚園（幼稚園教諭） 

      令和 ２年１０月～ 江差町立江差小学校（学習指導員） 

 

 

公 職 等  令和 ４年 ７月～ 人権擁護委員（１期目） 
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